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第１章 教育振興基本計画の策定にあたって 

  

１ 計画策定の趣旨 

 

我が国は、人生 100年時代を迎えようとしており、また、超スマート社会 

（Society5.0）の実現に向けて人口知能（ＡＩ）やビッグデータの活用などの技術革

新が進んでいます。こうした社会の大転換を乗り越え、すべての人が、豊かな人生を

生き抜くために必要な力を身に付け、活用できるようにするうえで、教育の力の 

果たす役割が大きいと言われています。 

 

平成１８年１２月に、約６０年ぶりに「教育基本法」（昭和２２年法律第２５号）

が改正され、教育の振興に関する施策の方針や必要事項を定める教育振興基本計画の

策定が国に義務づけられ、平成２０年７月には、平成２０年度を起点とする５年間の

第１期教育振興基本計画、平成２５年６月には、平成２５年度からの施策の方針等を

定める「第２期教育振興基本計画」が策定されました。 

平成 30 年６月に第３期教育振興基本計画が閣議決定され、第２期計画において掲

げた「自立」・「協働」・「創造」の３つの方向性を実現するための生涯学習社会の構築

を目指すという理念を引き継ぎつつ、2030 年代以降の社会を展望した教育政策の重

点事項として５つの基本的な方針が設定されました。 

 

本市では、令和３年３月に第５次魚津市総合計画を策定し “ともにつくる 未来

につなぐ 人と自然が輝くまち魚津”を将来の都市像としたまちづくりを進めていま

す。「市民参画・協働」「持続可能なまちづくり」「魅力的な地域資源の活用」という

まちづくりの土台となる３つの視点をもとに、将来都市像の実現に向けて「ともにつ

くるまち」「未来につなぐまち」「輝くまち」の３つを共通目標に掲げ、市民一丸とな

ってまちづくりを進めます。 

教育に関する政策として「誰もが学び豊かな心を育てるまちづくり」と掲げ、「学

校教育の充実」、「生涯学習の推進」「芸術文化・スポーツの振興」を施策としていま

す。 

このような状況のもと、令和３年度を初年度とする教育に関する各種施策の具現化

に向けた教育振興基本計画を策定しました。 
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２ 計画の位置づけ 

 

本計画は、本市の最上位計画である第５次魚津市総合計画の教育分野における部門

別計画です。また、教育基本法第１７条第２項の規定に基づく、本市の教育行政の振

興を図るための基本計画と位置づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間  

 

本計画は、およそ１０年先を見据えた長期的な視点に立ちながら、当面の期間は、

令和３年度から令和７年度までの５年間とします。また、必要に応じて計画の見直し

を行います。 

 

 

国 

 

教育基本法 

教育振興基本計画 

富山県 

 

富山県教育振興基本計画 

魚津市総合計画 

魚津市教育振興基本計画 

教育大綱 

魚津市学校規模適正化推進計画 

魚津市食育推進計画 

第 2次魚津市子ども読書活動推進計画 

魚津市いじめ防止基本方針 

魚津 きときとスポーツプラン 

子ども・子育て支援事業計画 等 
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第２章 魚津市の教育を取り巻く状況 

 

１ 教育をめぐる社会状況 

 

（１）人口減少と少子・高齢化社会 

 

 我が国の人口は、平成１５年の約 1 億 2,780 万人をピークに全国的に減少局面に入

っています。本市の人口も昭和 60年の４９，８２５人をピークに減少が続き、平成 

27年の国勢調査では、４２，９３５人となっています。将来的に、令和７年は 

３８，５０３人に、令和２７年は２８，７６１人と見込まれ、今後も長期にわたって減

少が続く見通しです（平成３０年 国立社会保障・人口問題研究所による人口推計方法

に準拠）。 

また、平成 2７年の６５歳以上の人口割合は、３２．５％（全国平均２６．６％）、

１５歳未満の人口割合は１１．３％（同１２．６％）となっており、本市においては、

全国と比べても少子高齢化が進んでいるといえます。 

  

☆魚津市の年代別人口数の推移 

         

※グラフ数値最上段は総人口数 
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☆魚津市の年代別人口割合の推移 

 

※出典：平成 30年 国立社会保障・人口問題研究所 

※平成 27年は国勢調査による実数値 

 

（２）魚津市の将来人口 

  

国においては、人口減少や東京一極集中が地域経済の縮小をもたらし、様々な社会基

盤の維持を困難にするとして「地域創生」を掲げ、人口減少と少子高齢化等の課題を克

服し、持続可能な地域づくりを目指すよう、全国の地方自治体に対して、国の総合戦略

の趣旨を踏まえた地方版総合戦略の策定を定めました。 

これを受けて本市においても、平成 27 年 10 月に「魚津市まち・ひと・しごと・創

生人口ビジョン及び総合戦略（第１期戦略）」を策定し、国が進める地方創生戦略に対

応した人口減少対策に全庁的な組織体制で取り組んできたところです。 

「第２期戦略」の策定は、本市が抱える課題に柔軟かつ適切に対応していくため、総

合計画と総合戦略が一体的に策定されました。 

 本市においては、出生率が大きく減少するとともに、進学・就職等で本市を離れた若

者のＵターン移動が少ないことが主な要因と考えられています。 

 魚津市人口ビジョンでは、令和 42年（2060年）において人口規模３万人を維持し、 

この長期的展望達成のための目標を次のとおり掲げています。 
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・合計特殊出生率の段階的な上昇を目指します。 

① 令和 12年（2030年）に 1.9程度を達成 

② 令和 22年（2040年）に 2.07程度を達成 

③ 令和 22年（2040年）以降は 2.07程度を維持 

・若者の地元定着を図るとともに、Ｕ・Ｉターンを促進します。 

① 令和２年～令和７年（2020年～2025 年）の５年間の社会動態減０を達成 

② 令和７年（2025年）以降は毎年 20人の社会動態増を達成 

 本市では、総合計画の計画期間である令和 12年（2030年）に目指すべき人口規模

を 38,000人とし、人口減少対策を推進していきます。 

 

（３）情報通信技術の発展 

 

インターネットやスマートフォンなどの普及に伴い、情報通信技術の活用は子どもた

ちの生活にも深く浸透しており、インターネットによる犯罪被害や、ＳＮＳ上での誹謗

中傷など、インターネット利用に関わるトラブルが増加しています。情報モラルの確立

や、大量の情報の中から必要なものを収集し、分析・活用するための知識や技能の習得

といった、高度情報化社会に対応できる力の育成が求められています。 

子どもたちが将来生きる社会は、激動の時代に人生を豊かに生き、未来を開拓する人

材を育成するために、他者と協働し、人間ならではの感性や創造性を発揮しつつ新しい

価値を創造する力を育成することが求められています。 

 

（４）魚津市が輝くこれからの時代のために 

 

明日を担う子どもたちには、学力だけでなく、人と人との触れあいや社会とのつなが

りを通じた人間性・社会性の習得とともに、豊かな心とたくましく生きる力、命と人権

を大切にする心が必要であり。これらを育む教育活動をより充実することが求められて

います。 

本市では、平成 25年度から学校規模適正化を目的とした小学校統合事業に他自治体

に先がけて取組み、教育効果の向上とより良い教育環境の整備に取り組んできました。

学校教育の充実、強化はさらに進める必要がありますが、男女ともに若者の転出超過が

続き、特に大学進学等で転出した若者がそのまま戻ってこない傾向が顕著になっている

こと、優秀な人材を育成しても大都市圏にその人材を送り出しているといった課題から
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地域に密着した学習活動を推進し、郷土の歴史・文化に対する愛着や誇りを育むふるさ

と教育に取り組んでいくことが重要です。 

また、市民意識調査の結果においては「教育・文化」において今後 10年間で重点的

に取り組むべきことについては「英語教育・ＩＣＴ教育などでの先進的な取組み」が約

３割で上位となっています。 

このことから教育の情報化に取り組み、ＩＣＴを活用した教育環境を実現し、情報活

用能力を身につけた人材育成と初等教育からの英語教育により、世界で活躍できる人材

育成に取り組んでいく必要があります。 

本市には、魅力ある自然や伝統・文化がたくさんあります。これらは次代を担う子ど

もたちへの有効な教育資源として活用できます。また、市民が豊かな人生を自ら築きあ

げる有効な環境でもあります。そのためにも、本市がもつ魅力を最大限に生かす効果的

な教育施策を実施することが求められています。 
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２ 国や県の動向 

 平成１８年１２月に教育基本法が全面的に改正され、国は教育振興基本計画を策定し、

それを公表することが義務付けられました。また、地方自治体は、国の計画を参酌し、

地方の実情に応じて計画を策定するよう努力することが求められることになりました。 

 

（１）国の動向 

教育基本法の改正を受けて、国は平成２０年７月に第１期、平成２５年６月に第２期、

平成３０年６月に第３期教育振興基本計画を策定しました。第３期教育振興基本計画で

は、第２期計画において掲げた「自立」・「協働」・「創造」の３つの方向性を実現するた

めの生涯学習社会の構築を目指すという理念を引き継ぎつつ、2030年以降の社会を展

望した教育政策の重点事項として５つの基本的な方針を設定しました。 

 

2030年以降の社会を展望した教育政策の重点事項 

《個人と社会の目指すべき姿》 

（個人）自立した人間として、主体的に判断し、多様な人々と協働しながら新たな 

価値を創造する人材の育成 

（社会）一人一人が活躍し、豊かで安心して暮らせる社会の実現、社会（地域・国・

世界）の持続的な成長・発展 

《教育政策の重点事項》 

・「超スマート社会（Society5.0）の実現に向けた技術革新が進展するなか「人生 100

年時代」を豊かに生きていくためには、「人づくり革命」、「生産性革命」の一環とし

て、若年層の教育、生涯にわたる学習や能力向上が必要 

・教育を通じて生涯にわたる一人一人の「可能性」と「チャンス」を最大化すること

を今後の教育政策の中心に据えて取り組む 

今後の教育政策に関する基本的な方針 

 1． 夢と志を持ち、可能性に挑戦するために必要となる力を育成する  

 2． 社会の持続的な発展を牽引するための多様な力を育成する 

3． 生涯学び、活躍できる環境を整える 

４． 誰もが社会の担い手となるための学びのセーフティネットを構築する 

５． 教育政策推進のための基盤を整備する 
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（２）県の動向 

富山県は、平成２９年４月策定の新富山県教育振興基本計画に、次に示す基本理念を

掲げ、その実現のために９つの基本施策を示しました。 

 

≪基本理念≫ 

ふるさと富山に誇りと愛着を持ち、地域社会や全国、世界で活躍し、未来を切り拓く

人材の育成 

― 真の人間力を育む教育の推進 ― 

 

≪基本施策≫ 

１ 学校、家庭、地域で取り組む子どもの成長支援 

２ 子どもの可能性を引き出し、才能や個性を伸ばす教育の推進 

３ 子どもの健やかな成長を支え元気を創造する教育の推進 

４ 社会の変化と多様なニーズに対応した高校や大学等の教育環境の充実 

５ 生涯をとおした学びの推進 

６ ふるさとを学び楽しむ環境づくり 

７ 次世代を担う子どもの文化活動の推進 

８ 元気を創造するスポーツの振興 

９ 教育を通した「ふるさと富山」の創生 

 

 

 教育基本法（抜粋） 

（教育振興基本計画） 

第 17 条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な

事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなけ

ればならない。 

２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団

体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなけれ

ばならない。 
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第３章 魚津市の教育の現状と課題 

 

 

１ 学校教育の現状と課題 

 

（１）学校教育   

 ① 幼児教育 

【現状】 

○ 夫婦共働き世帯の増加により、本市の女性の労働力率1は、国や県と比較して高くな

っているため、子どもを低年齢児から、また長時間安心して預けることのできる施設

が求められています。また、核家族化や地域とのつながりの希薄化に伴い、地域での

子ども集団が形成されにくくなっていることから、小学校就学前に過ごす幼児教育・

保育施設の果たす役割はますます重要なものとなっています。 

○ 幼児期は生涯にわたる人格形成の基礎を培う大切な時期です。幼児教育・保育の無

償化2により、子育て世代の経済的負担が軽減されるとともに、小学校就学前児童が幼

児教育を受ける機会が実質的に保障されました。現在、市内には、公立幼稚園が１園、

私立認定こども園が８園、公立保育園が６園設置されており、保護者が就労の有無や

家庭状況の変化に影響されることなく通園することができる環境が整っています。 

○ 少子化の進展により子どもの出生数が減少していることから、幼児教育・保育施設

に入所する子どもは年々減少しています。（図１）。また、公立幼稚園・保育園では、

私立認定こども園と比較して定員充足率が低く、定員割れの状態が続いています。小

規模となっている園では、家庭的で細やかな教育や保育ができる反面、友達が固定し

やすく、交友関係や遊びに広がりや深まりがみられない等の問題点が指摘されていま

す。 

 

 

 

                                                   

1  15 歳以上人口に占める労働力人口（就業者+完全失業者）の割合 

労働力人口⇒働く意思を持っている、労働可能な人口 

2 令和元年（2019年）10月から、３歳から５歳までのすべての子ども及び０歳から２歳までの住民税非課税世帯の

子どもに対して、保育園・認定こども園、幼稚園の保育料が無償化された。 
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（図１） 幼稚園・保育園・認定こども園入所児童数の推移 

                               （幼稚園…各年５月１日 保育園・認定こども園…各年４月１日） 

 
 

 

 

 

 

 

【課題】 

○ 幼児期は、長い人生の基礎、すなわち生きる力を培う大切な時期であり、基本的な

生活習慣をはじめ、遊びを通じて人との関わり、社会性、ことばや数を理解する能力

など、認知能力（文字や数など）と非認知能力（粘り強さなど）を並行して高めてい

く必要があります。 

○ 幼児教育・保育施設は、保護者に対する子育て支援や幼児期の教育に関する相談を

行う役割を果たすことが求められ、預かり保育の充実や子どもの発達段階に応じた教

育支援など、子ども一人一人の成長と保護者ニーズに応じた適切な支援を行うことが

必要です。 

○ 公立の幼稚園・保育園は、一部を除き建物の老朽化が顕在化している施設があり、

施設を利用する子どもの数が減少していることから、施設の統合も含め建物の長寿命

化について検討していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(人) (人) 
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② 学習状況・読書の状況 

【現状】 

○ 令和元年度全国学力・学習状況調査3の結果よると、市内の小中学校の平均正答率は

小学校の国語、算数及び中学校の数学は全国平均を上回り、中学国語・英語は全国平

均を下回っています。 

  「平日の学習時間が１時間以上」と答えた児童生徒の割合は、小学生は 67.1％で

全国や県平均を上回っていますが、中学生は 63.9％で全国や県平均を下回っていま

す。（図２） 

○ 「国語・算数（数学）の授業の内容はよくわかる」「どちらかといえばよくわかる」

と答えた児童生徒は小学校国語では全国平均を上回り、算数は下回りました。また、

中学校は国語・数学でほぼ同じでした。（図３） 

○ 「平日の読書時間が 30 分以上」と答えた児童生徒は、小学生は 48.2％で全国や

県平均を上回っていますが、中学生は 27.1％で全国とほぼ同じで、県平均を下回っ

ています。（図４） 

 

【課題】 
 

○ 新学習指導要領について、小学校は令和２年４月から、中学校は令和３年４月から

全面実施されます。また、GIGA スクール構想4により、児童生徒に１人１台タブレッ

ト端末が令和２年度中に実現されるなど、めまぐるしく変化する学習環境の変化に対

応していく必要があります。 

○ 基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得とともに、自ら課題を見付け、課題を解

決する能力を身に付けることが必要です。そのためにも、児童生徒の学習意欲を高め、

授業改善に努めるとともに、学校と家庭が連携し、家庭学習の習慣を定着させること

が必要です。   

○ さまざまな考え方や想像力を育むため、読書をすることはとても大事です。読書の

よさを伝えていくことが今後も必要です。 

    

                                                   
3 全国学力・学習状況調査は、中学校３年生、小学校６年生を対象とし、全国的に児童生徒の学力や学習状況を把握・

分析することなどを目的として、平成１９年度から毎年行われている。 

※令和２年度は新型コロナウイルスの影響により中止 

4 Global and Innovation Gateway for All の略。小中学校で児童生徒の学習用タブレット端末等「１人１台」を配備

するとともに、ネットワーク環境の整備を行うなど、学校のＩＣＴ化を推進する文部科学省の計画。 
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（図２） 授業時間以外に、平日１日当たりどれくらいの時間、勉強しますか。 

 

小学校 

 
 

中学校 

 
R1全国学力・学習状況調査   

 

 

（図３）授業の内容はよくわかりますか。 

 

 小学校国語 

 
 

 中学校国語 

 
R1全国学力・学習状況調査 
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 小学校算数 

 
  

中学校数学 

 
R1全国学力・学習状況調査     

 

 

 

（図４） 平日１日当たりどれくらいの時間、読書しますか。 

 

小学校    

 
 

中学校 

 
R1全国学力・学習状況調査   
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③ 心の教育 

【現状】 

○ 令和元年度全国学力・学習状況調査の結果よると、「学校が楽しい」「どちらかとい

えば楽しい」と答えた児童生徒は、小学生は 90.8％、中学生は 85.6％であり、とも

に全国や県平均を上回っています。（図５） 

○ 令和元年度のいじめ（認知件数）5は、小学校で 40件、中学校で 14件と前年度よ

り増加しています。（表１） 

○ 令和元年度の不登校出現率6は、小学校は 1.05％と前年度とほぼ同じですが、中学

校は 4.43％と増加傾向にあります。（表２） 

【課題】 

○ 生命を大切にし人権を尊重するとともに、豊かな心を育てる教育活動の充実が必要

です。 

○ いじめや不登校等への対応は、児童生徒本人や保護者だけに求めても解決できませ

ん。スクールカウンセラー7やスクールソーシャルワーカー8の支援を受け、関係機関

等とのネットワークの活用や環境への働きかけを行いながら解決を図ることが必要

です。 

        

        いのちの授業                 赤ちゃんとふれあい 

                                                   

5 学校においていじめと認知した件数のこと。平成１８年度から、いじめの件数の呼称を「発生件数」から「認知件

数」に改められた。いじめという行為は、大人（第三者）の目には見えにくく、完全に発見することは不可能とし

た上で、教職員が認知できた件数は、あくまでも真の発生件数の一部にすぎないとの考えによる。文部科学省はい

じめを「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している当該児童生徒と一定の人的関係のある他

の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものも含む）であって、

当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」と定義している。 

6 不登校とは、年間 30日以上欠席した児童生徒のうち、欠席理由が「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社

会的要因・背景により登校しない、あるいはしたくともできない状況にある者。ただし、病気や経済的な理由によ

る者を除く。」と定義されている。不登校出現率とは、不登校として捉えられた児童生徒数の割合を示す。 

7  スクールカウンセラーとは、カウンセリングや臨床心理学の専門的な理論や技術によって、児童生徒の悩みや不安

など、心の問題の解決を図る専門家。 

8 スクールソーシャルワーカーとは、社会福祉等の専門的な知識や技術を用いて、児童生徒が置かれた様々な環境へ

働きかけ、関係機関等とのネットワークを活用して問題を抱える児童生徒の支援を行う専門家。 
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（図５） 学校に行くのは楽しいと思いますか。 

 

小学校 

 
 

 中学校 

 
R1全国学力・学習状況調査 

 

 
 

                              

（表１） いじめ（認知件数） ※パーセンテージは、いじめの出現率を表す。 

区分

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 R元年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 R元年度

40件 21件 7件 18件 40件 10件 13件 15件 8件 14件

1.91% 1.03% 0.36% 0.97% 1.98% 0.76% 1.16% 1.36% 0.74% 1.35%

富山県 0.93% 0.91% 0.89% 1.56% 2.10% 1.42% 1.36% 1.31% 1.63% 1.93%

全　国 2.32% 3.65% 4.91% 6.60% 7.58% 1.71% 2.08% 2.40% 2.98% 3.28%

中学校小学校

魚津市

 
児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査  

 

 

（表２） 不登校の出現率 

区分

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 R元年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 R元年度

3件 11件 18件 20件 19件 31件 40件 20件 37件 46件

0.14% 0.54% 0.93% 1.08% 1.05% 2.65% 3.56% 1.81% 3.41% 4.43%

富山県 0.38% 0.37% 0.54% 0.66% 0.85% 2.01% 2.08% 2.23% 2.87% 3.11%

全　国 0.43% 0.47% 0.54% 0.70% 0.83% 2.83% 3.01% 3.25% 3.65% 3.94%

中学校小学校

魚津市

 
児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査 
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④ 生活習慣 

【現状】 

○ 令和元年度全国学力・学習状況調査の結果より、「朝食を毎日食べている」と答え

た児童生徒は小中ともに 85％前後います。また、「どちらかといえば食べている」と

答えた児童生徒を合わせると約９５％となり、全国平均を上回っています（図６）。 

 

○ スマートフォン（スマホ）、タブレット端末等を所有しており、かつ、家庭のネッ

ト環境が整備されている児童生徒は、小学生で 79.1%、中学生で 90.1％となってい

ます。（表３）。 

 

○ 近年、食生活が豊かになった一方で、不規則な食事や偏食などによる生活習慣病の

増加など食をめぐる様々な問題が生じています。こうした中、「食育」の必要性が重

視されるようになり、本市においては、平成 30年度に「第２期魚津市食育推進計画」

を策定し、市の豊かな地域資源を生かしながら、家庭、学校、地域が一体となった食

育を推進しています。 

 

【課題】 

○ 学校と家庭の協力・連携を図り、今後も「早寝・早起き・朝ごはん9」など、基本的

生活習慣の定着が必要です。 

○ 情報化社会が加速する中、児童生徒が、情報モラルや情報に対する責任について考

え、情報社会の創造に参画できるよう育てる必要があります。 

 

○ 児童生徒の健やかな成長を支えるために望ましい食習慣の定着が必要です。 

 

   

      食育「紅ズワイガニを食べよう」           講演会「スマホに潜む危険性」 

 

 

                                                   
9 子どもたちに基本的な生活習慣を確立させ、生活リズムの向上を図ることを目的とした取組み。「早寝・早起き・

朝ごはん」をはじめとした、規則正しい生活習慣を促す。近年、子供たちの生活習慣の乱れが学習意欲、体力、気

力の低下の要因の一つとして指摘されている。  
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（図６） 朝食を毎日食べていますか 

 

 小学校                    

 
 

中学校 

 
R1全国学力・学習状況調査 

 

 

 

 

（表３）スマートフォン（スマホ）、タブレット端末等の所有状況、家庭のネット環境の整備状況。 

 

 スマホ等 ○ 

ネット環境 ○ 

スマホ等 ○ 

ネット環境 × 

スマホ等 × 

ネット環境 ○ 

スマホ等 × 

ネット環境 × 

小学生 79.1％ 2.4% 14.8% 3.7% 

中学生 90.1% 1.6% 6.7% 1.6% 

R2市内小中学校調査 
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⑤ 特別支援教育 

【現状】 

○ 市内の７小中学校において、令和２年度の特別支援学級10の開設は 17 学級で、在

籍する児童生徒数は 70名と年々増えています（表４）。 

 

○ 通常学級における特別な支援が必要な児童生徒数の割合は８．２％と高い割合とな

っています。そのため、通級指導教室11による児童生徒一人一人に応じたきめ細かな

指導を行うとともに、特別支援スタディメイト12の配置を行っています（表５）。 

 

○ 特別な支援を必要とする未就学児等の就学に際して、関係機関が情報を共有するこ

とによって、一人一人に適切な指導や支援が行うことができるよう、特別支援教育コ

ーディネーター13を配置しています。このことで、幼・保・小・中とが連携する切れ

目のない支援を行う体制づくりをすすめています。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

10 障がいがあるため、通常の学級では十分に指導の効果を上げることが困難な児童生徒のために編制された少人数

の学級。児童生徒の障がいの状態等に応じて、適切な配慮の下に指導が行われる。 

 

11 障がいの状態に応じ、障がいによる学習上又は生活上の困難の改善・克服を目的に、個別指導を中心とした特別

の指導をきめ細かに、かつ弾力的に行い、特別の教育課程により行うことができる教室。 

 

12 障がいのある幼児児童生徒の学校教育活動上の日常生活動作の介助をする者のこと。具体的には、移動動作、衣

服着脱動作、食事動作、用便動作、階段昇降動作、バス添乗などの介助業務を行なう者や、障がいのある幼児児童

生徒の学習活動（教室の内外を問わない）の支援などを行なう者を「特別支援教育支援員」という広い概念で整理

している。自治体によっては、学習支援員、特別支援教育サポーター、個別指導支援スタッフ、スクール・サポー

ト・スタッフ、教員補助員などの名称で呼ばれており、本市では、特別支援教育支援員のことを「特別支援スタデ

ィメイト」と呼んでいる。 

 

13  小中学校等において関係機関との連携協力の体制整備を図るために、学校、関係機関及び保護者等との連絡調整

の役割を担う者。 
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【課題】 

○ 児童生徒一人一人の実態に応じた、きめ細かな指導と支援が必要です。 
 

 

○ 学校全体での支援や地域・保護者への特別支援教育14に対する理解と啓発が必要で

す。 
 

 

○ 特別な支援を要する児童生徒への支援の在り方について、関係機関が情報を共有し

連携できる体制づくりを整備することが必要です。 

 

（表４） 魚津市の特別支援学級設置状況             ※（）内の数は児童生徒数 

区  分 
平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

小学校 中学校 計 小学校 中学校 計 小学校 中学校 計 

特 別 支 

援学級数 

12 

（40） 

５ 

（23） 

17 

（63） 

11 

（39） 

６ 

（27） 

17 

（66） 

12 

（46） 

５ 

（24） 

17 

（70） 

通 級 指 

導教室数 

７ 

（80） 

２ 

（29） 

９ 

（109） 

７ 

（97） 

２ 

（26） 

９ 

（123） 

６ 

（108） 

２ 

（23） 

８ 

（131） 

特別支援学級、通級指導教室実態調査   

 

 

 

（表５） 通常学級における特別な支援が必要な児童生徒数と特別支援スタディメイト数                               

区  分 
平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

小学校 中学校 計 小学校 中学校 計 小学校 中学校 計 

特別な支援を要する児

童生徒数 
181 50 231 198 51 249 178 50 228 

特別支援ｽﾀﾃﾞｨﾒｲﾄ数 13 ３ 16 13 ３ 16 14 ３ 17 

特別な支援を要する児

童生徒の割合 
9.8% 4.6% 7.9% 10.9% 4.9% 8.7% 10.0% 5.0% 8.2% 

特別支援学級、通級指導教室実態調査   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

14  障がいのある児童生徒の自立や社会参加に向けて、適切な教育や指導を通じて必要な支援を行なう教育。視覚障

がい、聴覚障がい、知的障がい、肢体不自由又は病弱（身体虚弱を含む。）などの障がいだけでなく、ＬＤ（学習障

がい）、ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障がい）、高機能自閉症も含む。 
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⑥ 体力・運動能力 

【現状】 

○ 令和元年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査によると、「運動が好き」もしく

は「やや好き」と答えた児童生徒の割合は、小学５年男子で 88.3％、女子で 91.6％、

中学２年男子で 88.9％、女子で 83.0％となっています。また、ほぼ同じ割合の児童

生徒が「体育（保健体育）の授業は楽しい」もしくは「やや楽しい」と答えており、

体を動かすことに肯定的な児童生徒が多くみられ、全国平均と比較すると、男子では

小中学生とも全国平均より低く、女子では小中学生とも全国平均より高くなっていま

す。 

○ 調査における体力テストの合計得点の平均点に注目すると、小学生男女では、全国

平均及び県平均を上回っているが、中学生男女では全国平均及び県平均を下回ってい

ます。また、本市の平成 30年度調査と令和元年度調査の総合評価を比較すると、平

均を上回る A・B 評価の割合において、小学生男女では前年度より増加しているが、

中学生男女では減少しています。（図７） 

○ １週間の総運動時間（学校での体育の授業時間を除く）に注目すると、１週間の総

運動時間が０分の児童生徒の割合は、小中学生男子が 1.2％～2.8％に対して、小中

学生女子が 4.8％～6.1％と、女子の割合が高くなっています。（図８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R1年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査より 

高評価                低評価 

（図７）総合評価の比

較 
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※全国体力・運動能力、運動習慣等調査 

・スポーツ庁が全国の小学校５年生・中学校２年生を対象に行っている調査。 

・８種目の体力テストを実施し、それぞれの記録を項目別得点表により採点。 

・各項目の得点を合計し総合評価として、Ａ～Ｅの５段階で評価。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

○ 体を動かすことに肯定的な児童生徒が多くみられる反面、運動時間が極端に少ない

児童生徒もみられるため、学校教育の様々な場面において、運動の機会を充実させる

必要があります。それぞれの児童生徒に応じて、自ら進んで運動やスポーツの実施や

体力の向上に努められるように、学校、行政、家庭、地域、関係機関が連携した取り

組みが必要です。 

 

○ 中学生の体力の向上が課題となっています。これを改善するため、保健体育の授業

だけではなく、学校全体の課題として取り組んでいくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図８）R1年度 １週間の総運動時間 

R1年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査より 
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⑦ 家庭と地域 

【現状】 

○ 令和元年度全国学力・学習状況調査の結果から、「地域の行事に参加している」「ど

ちらかといえば参加している」と答えた小学生は 72.4％となっており県平均では下

回っているものの、全国平均は上回っています。また、中学生では 62.4％となって

おり全国や県平均を上回っています（図９）。 

○ ライフスタイルや価値観が多様化する中、小学校統合による地域との関わりなど、

子どもを取り巻く環境も大きく変化しています。 

 

【課題】 

○ 今後も学校や家庭、地域が連携・協力して児童生徒を育てるという意識のもと、家

庭や地域の教育力を生かすとともに、保護者や地域の方が教育に積極的に参画できる

取組みが必要です。 

○ 家庭教育は、すべての教育の出発点であり、基本的な生活習慣や社会的なマナーな

どを身に付けることができるように、家庭・地域・学校が連携していく必要がありま

す。また、家族構成や地域とのつながりに変化がある中、学校・家庭・地域が連携し

て取り組むことが必要です。 

 

（図９） 地域の行事に参加していますか。 

小学校 

 
中学校 

 
 

R1全国学力・学習状況調査 
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（２）学校教育環境の整備   

 ① 学校施設整備 

【現状】 

○ 平成２２年度より市内の小中学校の耐震化15を進め、平成 30 年７月には、耐震化

率が１００％となりました。また、令和元年６月には、市内小中学校のすべての普通

教室に冷房設備を設置しました。 

 

○ 令和２年度の国の緊急経済対策におけるGIGA スクール構想（ICT環境整備事業）

の加速化により、小・中学校すべての学年において ICT環境（タブレット）が整備 

 されます。また、すべての普通教室に電子黒板を整備し、デジタル教科書やタブレッ

ト端末とセットで効果的に活用できる学習環境を整備しています。 

 

【課題】 

○ 施設の老朽化対策に加え、教育内容・教育方法の進展、世帯の生活様式の多様化に

合わせて、高機能かつ多様な学習環境を整えていくことが必要となっており、環境へ

の配慮、防犯対策、バリアフリー化など様々な課題に着実に対応していく必要があり

ます。 

 

○ ICT 機器の活用については、ICT 支援員の拡充やプログラミング教育に向けた教職

員研修等の実施が必要不可欠であり、国として財政面、ソフト面で更なる支援が必要

となります。 

  数年後には、機器更新が見込まれますが、各自治体任せでは更新機器の調達ができ

ない可能性があり、国の継続的な財政支援を求めていく必要があります。 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

15 強い地震で倒壊、損壊しないように建造物を補強すること。昭和５６年の建築基準法の改正で、住宅やビルは震

度６強〜７程度の揺れでも倒壊しないように基準が引き上げられた。 

耐震改修促進法等では耐震指標の判定基準を Is 値０．６以上としているが、文部科学省では、地震時の児童生徒

の安全性、被災直後の避難場所としての機能性を考慮し、補強後の Iｓ値がおおむね０．７ を超えることとしてい

る。 
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② 学校規模適正化 

【現状】 

○ 急激な少子化に伴い、市内の児童数は大きく減少しています（図１０）。文部科学

省が定める適正な学校規模は、小中学校ともに１校あたり１２～１８学級としていま

す。 

  こうしたことから、魚津市教育委員会では、小学校の規模適正化を喫緊の課題とと

らえ、平成２６年３月に、市内１２ある小学校を４つに統合する「魚津市学校規模適

正化推進計画」を策定し統合を進め、清流小学校、よつば小学校、星の杜小学校、道

下小学校、経田小学校の５校となりました。 

中学校も、同様に生徒数・学級数ともに大きく減少しますが、ピーク時は過大規模

校であったことから、生徒数の減少により適正規模になるといえます（図１１）。 

 

 （図１０）  小学校の児童数及び学級数の推移（※Ｒ２.５.１現在） 

 

（図１１）  中学校の生徒数及び学級数の推移（※Ｒ２.５.１現在） 

 

 

人 

人 クラス 

クラス 
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【課題】 

○ 道下小学校と経田小学校の統合は、児童数の推移を注視しながらの検討が必要です。 

○ 少子化の進行により、学校規模の適正化も注視する必要があります。 

 

学校規模適正化推進計画における小学校統合の枠組みと目標年度（※Ｒ２.５.１現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

統合校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度 

統合小学校（道下小利用） 

児童数：約 4０５名（1４学級） 

 

経田小学校 
Ｒ2 年度児童数１５９名（６学級） 

道下小学校 
Ｒ2 年度児童数２６２名（1１学級） 

片貝小学校 平成２８年４月開校 清流小学校（吉島小利用） 

平成３１年４月開校 星の杜小学校（住吉小敷地利用） 

 

吉島小学校 

西布施小学校 

大町小学校 

村木小学校 

上野方小学校 

本江小学校 

住吉小学校 

上中島小学校 

松倉小学校 

平成３０年４月開校 よつば小学校（本江小敷地利用） 

 

LED化などの 

大規模改造 

防災避難拠点

としての機能

を整備 

全国初の木造

３階建て校舎 
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２ 生涯学習・文化・スポーツの現状と課題 

 

（１）生涯学習 

① 生涯学習 

【現状】 

○ 市内では、各地区公民館や新川学びの森天神山交流館、新川文化ホール、県民カレ

ッジ16、その他民間事業者などによる多様な学習の機会が提供されています。新川学

びの森天神山交流館においては、市の生涯学習の拠点施設と位置付け、生涯学習教室

等の各種講座や体験学習会等を開設しています。市主催の生涯学習教室を修了した生

徒のなかには、学んだ知識をさらに深め、学び続けるために、自主的なサークル（友

の会）を組織しています。サークルによっては高齢化が進んでいるところもあります

が、現在も 30近い団体が活動を続けています。 

 

○ まちづくり市民意識調査による、自ら生涯学習に「取り組んでいる」と答えた市民

の割合は、令和 2 年度に 25％とした目標を平成 29 年度には達成することが出来ま

したが、平成 30年度以降は 20％前後で推移しています。「取り組んでいないが、今

後取り組みたい」と答えた市民の割合を見ると、概ね 30％前後で推移しており、「取

り組んでおらず、今後もわからない」と答えた市民の割合は 40％を超えてきていま

す（図１２）。 

 

○ １３地区の公民館では、各地域の生涯学習の拠点として、自主的な学習が定期的、

継続的に行われています。地域住民のニーズに応えるよう異世代交流事業や高齢者学

級の開催など多種多様な学習機会の提供と社会教育活動の推進に努めています。また、

平成 31 年 4月に「魚津市地域学校協働本部」17を設置し地域と学校との連携体制を

整えました。 

 

 

 

                                                   

16 富山県民生涯学習カレッジ（愛称：県民カレッジ）は、富山県の生涯学習推進の中核的機関として、県内４地区

の広域学習サービス圏の拠点を中心に、広域的で先導的な生涯学習事業を実施している。なお、新川地区では、新

川みどり野高校に県民カレッジ新川地区センターとして併設されている。 

 

17  地域住民等の参画を得て、地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるとともに、学校を核とした地域づくりを

目指し、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行う様々な活動を推進するためのネットワーク 
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（図１２） 自ら生涯学習に取り組んでいる市民の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

H29～31まちづくり市民意識調査 

【課題】 

○ 人々のライフスタイルや価値観の多様化など、社会環境の変化に伴い、学びたいと

望む市民のニーズを捉えることが難しいなか、今後求められる生涯学習の在り方を考

える必要があります。 

○ 学びたいと望む人（学びたい意識を潜在的に持っている人）に対して、そのニーズ

や適切な学習情報を十分に提供できていないところがあります。 

○ 高齢化社会を迎え、年齢を問わず学びつづけることができる環境づくりが求められ

ています。 

○ 教室や講座の将来的な指導者となるような人材育成をどのように進めていくか求

められています。 

○ 新川学びの森天神山交流館が魚津市公共施設再編方針（令和元年度改訂版）18によ

り令和２年度末で廃止されるため、生涯学習の拠点施設としての役割を担う施設の検

討が必要です。 

○ 学びの場としての公民館から、今後地域の拠点としてのコミュニティセンターへの

移行を検討し、誰もが利用しやすく、より一層有効に活用できるような施設を目指し

ていく必要があります。 

○ 公民館施設については、魚津市公共施設再編方針（令和元年度改訂版）に基づき、

老朽化した施設の移転や建替え、施設の機能集約、及び長期的な視野に立っての修繕

や改築等についても具体的に検討していく必要があります。 

 

 

 

                                                   

18 市内の公共施設の再編に向けた基本的な方向性を示したもの。より良い市民サービスや持続可能な行財政経営の

実現に向けて速やかに公共施設の再編を進めていくために平成 26年７月に策定、令和２年３月に改訂版が策定さ

れた。 
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② 図書館  

【現状】 

○ 市民の教養を高める場として図書館では、新刊図書や郷土資料など市民の生涯学習

に寄与する資料を収集、提供するとともに、レファレンス・サービス（図書館資料等

に基づいて行う相談業務）を行っています。利用状況については、平成２８年度に個

人貸出冊数・入館者数ともに減少しましたが、それ以降は、ほぼ横ばい状態でした。

（図１３）。 

 

○ 令和２年２月から、借りた本の記録が残せる読書記録機を導入、記録帳を発行し、

読書活動の普及に努めています。 

 

（図１３） 図書館の入館者数及び貸出冊数の推移 

 

【課題】 

○ 子どもから高齢者まで気軽に図書館を利用し学べるように資料や環境整備を進め

るとともに、地域づくりの拠点として多面的に活用される図書館となるよう図書館ボ

ランティアや他機関、部署との連携を進め、周知していく必要があります。 

 

○ 家庭や地域、学校と連携して、常に子どもたちの身近に本がある環境づくりを進め、

幼児期からの読書活動を積極的に推進していくことが大切です。 

 

 

 

（冊） （人） 
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③ 博物館   

【現状】 

○ 魚津歴史民俗博物館においては、歴史や文化を紹介する企画展の開催等、郷土の歴

史や文化財に関する普及啓発活動を実施しており、併せて時代の推移に伴い、代々受

け継がれてきた文書や道具等失われつつある資料の収集を行っています。 

 

○ 魚津埋没林博物館では、特別天然記念物「魚津埋没林」及び蜃気楼に関連する常設

展示とともに、企画展示や博物館教室を開催し、魚津の自然への理解促進に努めてい

ます。平成２６年度には、博物館としての魅力を更に高め利用者増に向けて、施設と

展示のリニューアルを実施しました。また平成３０年度には、果物を丸ごと使ったス

ィーツを提供するカフェを併設しました。 

 

○ 魚津水族博物館では、富山県内唯一の水生生物を常設展示する水族館として、富山

県や富山湾の生物にこだわった展示を行うとともに、企画展や博物館教室を通して、

水生生物の魅力を紹介しています。平成 30 年度はリュウグウノツカイなどの目撃情

報を多くいただき、富山湾では珍しい生物を展示し、令和元年度は県が作製したリュ

グウノツカイの剥製が魚津水族館に貸与され常設展示していることなどから、入館者

数が増加しました。 

 
（図１４） 博物館の入館者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人） 
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【課題】 

○ 社会教育施設としてだけではなく、市の重要な集客施設としての役割も果たしてい

る博物館ですが、魚津市公共施設再編方針（令和元年度改訂版）に基づき、老朽化し

た施設の修繕や改築、機能集約など具体的に検討していく必要があります。 

 

○ 魅力ある展示や講座、博物館教室の企画と開催を継続していくとともに、市民への

学習機会の提供がさらに求められています。 

 

○ 各博物館が地域の歴史・民俗、自然、地形、生物（動植物）などの価値を伝えてい

くため、各館の強みを生かした連携の在り方や地域住民（市民）との協働が求められ

ています。 

 

○ 観光施設としての側面と社会教育施設としての機能との両立（折り合い）が難しい

ところがあります。 

 

○ より魅力ある博物館をめざして、企画や展示の充実と体験を重視した普及教育活動

を更に行っていく必要があります。 

 

○ 地域資源を生かした魚津の魅力を多くの人に知っていただくための情報発信と、リ

ピーターを増やすことが必要です。  
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（２）芸術・文化 

【現状】 

○ 文化団体の支援、市民文化祭や市美術展の開催等、市民レベルでの芸術文化活動の

活性化を図っています。また、音楽のまちづくり推進事業の実施や学びの森音楽祭19の

開催、市内の小・中学生を対象にした舞台芸術の鑑賞会の開催等を通して、音楽や芸

術をはじめとする文化の振興に努めています。まちづくり市民意識調査においては

「芸術文化に触れる機会が多い」と回答している人は、おおむね 30％前後で推移し

ています（図１５）。 

 

○ 指定・登録された文化財や未指定の文化財も含め、その保存・管理、調査・研究、

周知・活用に努めています。特に、国の重要無形民俗文化財20「魚津のタテモン行事」

では、曳き手不足解消のため、平成１０年度から、たてもん曳き手ボランティアを募

集し、たてもんの運行に協力しています。平成 28年には「魚津のタテモン行事」を

含む全国の「山・鉾・屋台行事」33 件がユネスコ無形文化遺産に登録されました。

平成 29年度からは、地元の木材で「たてもん」を作ることを目指し、将来のたても

んの部材となる木々を次世代を担う子ども達とともに植樹・整備し、市民とともに育

てる「たてもんの森」プロジェクトを始動しました。このほか、市指定の無形民俗文

化財保存団体の活動を支援しているところです。また、新たな文化財として、平成

29 年には「富山県立魚津高等学校講堂」が国の有形文化財に登録されました。さら

に令和２年、「魚津浦の蜃気楼（御旅屋跡）」「東山円筒分水槽」が同じく国の文化財

登録を受けました。 

まちづくり市民意識調査では、「郷土の歴史や祭りなどの伝統が継承され、自然に恵

まれた文化が豊かであると思う」と回答している人は、50～60％台を推移していま

す（図１６）。 

 

 

 

                                                   
19 平成 14年５月、新川地区の新しい音楽文化振興の拠点として、より多くの人に愛される施設であることを願い

発足した「学びの森音楽祭実行委員会」が主催する音楽祭のこと。 夏は音楽セミナー「学びの森音楽祭」、冬は日

本を代表する作曲家・池辺晋一郎氏を迎えて、愉快なクラシック講座「学びの森からの早春音楽だより」を開催し

ている。 

 

20 無形民俗文化財とは、衣食住、生業、信仰、年中行事などに関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術など、人々が

日常生活の中で生み出し継承してきたもののこと。本市では、無形民俗文化財として、せり込み蝶六、布施谷節、

鹿熊の刀踊りを指定している。 
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○ ふるさと教育の一環として、市内の文化財や博物館での見学、解説資料等の作成・

活用を通して、小・中学生に魚津の歴史や文化を紹介しています。 

 

（図１５） 魚津市ではコンサートや美術鑑賞など芸術文化に触れる機会が多いと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
H29～31 まちづくり市民意識調査 

 

 

（図１６） 郷土の歴史や祭りなどの伝統が継承され、自然に育まれた文化が豊かであると思います

か。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H29～31 まちづくり市民意識調査 

【課題】 

○ 芸術・文化活動に携わる市民の固定化、高齢化の傾向があり、既存の事業のほか、

新たな活動や若い世代を支援し、芸術・文化に直接触れる機会の充実が求められてい

ます。 

 

○ 文化財の保存・継承については、地元住民の減少や高齢化により、無形民俗文化財

の保存・継承が難しくなってきた状況があり、後継者の育成が急務になっています。 
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○ 国指定や登録をめざす文化財や未指定の文化財の調査や指定等の手続き等が着手

できていない案件もあります。 

 

○ ユネスコ無形文化遺産に登録された21「魚津のタテモン行事」の保存・継承のため

に「たてもんの森」と連携させた継続的な取組みが期待されます。 

 

○ 市内に残された文化財の保存・活用を通して、地域の魅力を知り、ふるさとへの愛

着と誇りを育成するふるさと教育の充実が求められています。 

 

○ 市内には、指定・未指定を含め、多様な文化財があるが、その状況を把握できてい

ないものもあり、また周知不足の指定文化財も多くあります。 

 

○ 指定文化財の維持管理について、所有者や地区だけでは難しい状況になっています。 

 

○ 市内に残された、指定・登録・未指定を含めた文化財の保存・活用の方策や今後の

中長期的なスケジュール等を記載した計画策定を行っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

21 ユネスコの無形文化遺産保護条約により、「芸能や社会的慣習、祭礼行事、伝統工芸技術等の無形の文化で、これ

ら無形の文化を社会や集団が文化遺産として認めるもの」と定義されている。 
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（３）スポーツ 

【現状】 

○ 本市の成人の週１回以上のスポーツ実施率は 49.6％（R1 魚津市民意識調査）で、

昨年度調査（45.2％）に比べてわずかではあるが、増加しています。国の 53.6％（R1

スポーツ実施状況等に関する世論調査）と比較すると下回っている一方、県の 36.2％

（R1県政世論調査）を上回っています。（図１７） 

  週 1 回以上のスポーツ実施率を年代別で比較すると、60 歳代～80 歳代で高くな

っていますが、20歳代～40歳代の実施率が低くなっています。（図１８） 

 

○ スポーツの普及活動や競技力の向上については、トップアスリートによるスポーツ

教室等を開催しています。平成 28年度から毎年プロスポーツチームによる「ラグビ

ークリニック」を継続的に実施しているほか、平成 30年度及び令和元年度には、オ

リンピアンによる「陸上教室」や「体操教室」等を実施しています。 

さらには、総合型地域スポーツクラブによる育成から強化まで一貫したスポーツ教

室を実施しています。 

 

○ 運動やスポーツに親しむ機会の創出については、「生涯スポーツサポート事業

（UO!SPO）22」を平成 30年度から実施しています。市民の誰もが気軽に運動やス

ポーツに親しむ環境の提供を目指し、ウォーキングや新体力テスト、ニュースポーツ

体験、骨密度測定、健康講座、いきいき百歳体操等をスポーツ施設や公民館で実施す

るよう推し進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

22  生涯スポーツサポート事業（UO!SPO）は、市教育委員会、地区体育振興会（協会）、市健康センター、市包括

支援センター、市スポ推、市内総合型スポーツクラブ等が連携し、健康とスポーツをテーマとしたイベントを開催

することを通して、スポーツ実施率の向上と健康寿命の延伸や、スポーツへの関心を高め、スポーツに親しむ市民

の増加を図ることを目的としている。 
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（図１７） スポーツ実施率（成人週１回以上）の推移  （富山県は５年ごと）     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図１８） スポーツ実施率（年代別）の推移 
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○ 本市のスポーツ施設は、魚津市民意識調査（令和 2年度調査）では、ありそドーム、

総合体育館、桃山運動公園を中心に民間施設を含め、充実しているとの回答が 64.2％

（とても充実している 8.4％、まあまあ充実している 55.8％）となっていますが、

充実していないとの回答も 30.8％（あまり充実していない 24.6％、充実していない

6.2％）もあります（図１９）。公共スポーツ施設の中には老朽化した施設もあり、施

設の長寿命化を図るため、計画的な改修・整備を行っていく必要があります。 

 

（図１９） 施設の充実度 
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【課題】 

○ 市民がそれぞれの世代に応じた運動やスポーツを主体的に継続して行えるよう、自

由参加のスポーツイベントや教室の開催など、市民の誰もが気軽に運動やスポーツに

親しむ環境を整える必要があります。 

  また、市内の豊かな自然やスポーツ環境の有効活用を検討し、スポーツによる活力

あるまちづくりの促進や交流人口の拡大を図る必要があります。計画的で効果的に本

市のスポーツ施策を実施するためにも、（仮称）魚津市スポーツコミッションといっ

たスポーツ等に関わる組織や団体を取りまとめる組織のもと、一体的に取り組んでい

くことも必要です。 

 

○ ジュニア選手を中心とした競技力向上のためには、地域の指導者の発掘、育成に努

めるとともに、クラブ組織の育成にも努める必要があります。また、トップアスリー

トによるスポーツ教室の継続開催も効果的です。 

 

○ 市内の公共スポーツ施設の運営は指定管理者との連携により、利用者にとって快適

で使いやすい施設となるように努める必要があります。また、魚津市公共施設再編方

針（令和元年度改訂版）やスポーツ施設長寿命化計画に基づき、計画的な改修や改築

等を実施していく必要があります。 

 

 

 

 

 
UO!SPO㏌天神             トップアスリートによるスポーツ教室 
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第４章 魚津市がめざす教育 

 

１ 基本理念 
  

本計画の基本理念を次のとおりとします。 

 

 

  

人人をを思思いいややりり、、ととももにに学学びび合合いい、、新新ししいい時時代代をを切切りり拓拓くく人人づづくくりり  

～～  ふふるるささとと魚魚津津かからら世世界界にに飛飛躍躍すするる人人材材のの育育成成  ～～  

 

 

超スマート社会（Society5.0）の実現に向けて人口知能（ＡＩ）やビッグデータの

活用などの技術革新が進んでいます。また、教育を取り巻く環境もＧＩＧＡスクール

構想の加速により大きく変化しています。 

 

子ども達がこれから生きる社会は、激動の時代が予想されます。こうした中、人生

を豊かに生き、自らの力で未来を切り拓く人材を育成するために、他者と協働し、感

性や創造性を発揮しつつ、新しい価値を創造する力を育成することが求められていま

す。 

 

本市には四季折々に変化する素晴らしい自然があります。歴史ある地域の伝統、文

化があります。世代を超えて思いやりにあふれる人と人とのつながりがあります。こ

うした「ふるさと魚津」は、基本理念に掲げる人材を育成するための有効な資源（素

材）です。本計画を展開するにあたり、魚津が誇る有効な資源（素材）を十分に活用

しながら特色ある教育を行うことも大切です。 

 

本計画に掲げる基本理念を実現する教育を行うためには、学校、行政機関のみなら

ず、家庭や地域社会、各種団体等が一体となって取り組むことが必要です。このふる

さと魚津から、世界で活躍できる人材の育成に取り組んでいきます。 
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２ 基本目標 
 

基本理念を踏まえ、次の４つの基本目標を掲げ、具体的な取組みを推進します。 

 

基本目標Ⅰ 社会情勢に応じて生き抜く確かな学力の育成 

 

 

変化が著しい社会で生きていくためには、一人一人が、夢と志を持ち、可能性に

挑戦するために必要となる力を育成する必要があります。また、ふるさとに愛着を

持ち、グローバルに活躍する人材の育成が必要になります。 

本市では、こうした社会情勢に応じて生き抜く確かな学力を身につけるよう、児

童生徒が意欲的に学習に取り組むための教育活動の充実に取り組みます。 

 

 

 

 

 

基本目標Ⅱ 
豊かな人間性と健やかな体を育み、ふるさとを大切

にする教育の実現 

 

 

命を大切にすること。自分を大切にすること。親を敬い、人を思いやること。社

会性・公共性・協調性を持つこと。人間活動の源となる体力をつけること。これら

は、人が社会生活を送るために必要な力です。 

本市では、切れ目のない子育て支援を推進するとともに、自己肯定感を身に付け、

命を尊び、他者を思いやり支え合う心を育成し、郷土の歴史・文化に対する愛着や

誇りを育むふるさと教育を行います。 
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基本目標Ⅲ 子どもの健やかな成長を支える教育環境の充実 

 

 

本市がめざす教育を実現するには、子どもの健やかな成長を支える教育環境が必

要です。こうした環境とは、安全・安心な学校施設の整備を行うだけではなく、適

正な児童生徒数や学級数が確保された活力ある学校づくりや、子どもたちが家庭環

境等に関わらず、均しく教育を受ける機会が確保されていることも含まれます。 

本市では、家庭や地域社会、団体やグループなど地域全体で、未来にはばたく子

ども達が、夢を持ち、伸び伸びと育つ教育環境を充実するとともに自覚と責任ある

親育ての支援を行います。 

 

 

 

基本目標Ⅳ 
学びたいときに学ぶことができる、生涯学習社会の

実現 

 

 

一人一人が生涯にわたって主体的に学び続けること。これは、その人の人生を豊

かで充実したものにします。本市には、特色ある歴史や文化、自然など、学べる資

源（素材）がたくさんあります。こうした資源を活用し、市民それぞれの目的に応

じて、いつでも誰もが学べる生涯学習社会を実現するため、情報提供の充実に努め

ながら、その機会や場所を積極的に提供していきます。 

また、こころのゆとりをもたらす芸術文化・スポーツ活動は、うるおいと活力の

あるまちづくりにつながります。幅広い世代が様々な芸術文化・スポーツ活動に親

しみ、多くの市民が参加できるよう、その環境整備・充実を行います。 
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３ 施策の体系 
 

基本理念及び基本目標の実現のため、それぞれの基本目標の柱となる具体的な７つ

の施策を定め、次のとおりの体系とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 Ⅰ 施策 １ 確かな学力を育む教育の推進 

・社会情勢に応じて

生き抜く確かな学力

の育成 

① 幼児教育の充実 

② 学力向上の取組み 

③ 特別支援教育の充実 

   

基本目標 Ⅱ 施策 ２ 豊かな心を育む教育の推進 

・豊かな人間性と健

やかな体を育み、ふ

るさとを大切にする

教育の実現 

① 豊かな心の育成 

② 家庭・地域との連携 

施策 ３ 健やかな体を育む教育の推進 

① 望ましい生活習慣の育成 

② 子どもの体力向上 

   

基本目標 Ⅲ 施策 ４ 学びを支える教育環境の整備推進 

・子どもの健やかな

成長を支える教育環

境の充実 

① 安全・安心な学校施設の充実 

② 小学校の規模の適正化と通学安全対策 

③ 学びのセーフティネットの構築 

   

基本目標 Ⅳ 施策 ５ ふれあい豊かな生涯学習の推進 

・学びたいときに学

ぶことができる、生

涯学習社会の実現 

① 公民館での教育力の向上 

② 生涯を通じた学びの推進 

③ 図書館機能の充実と読書活動の推進 

④ ふるさとの歴史や自然、文化の保存・継承・活用 

⑤ 博物館機能の充実 

施策 ６ 豊かな心を育む芸術文化活動の推進 

① 芸術文化活動の推進 

施策 ７ 健やかな心と体をつくるスポーツ活動の推進 

① 生涯スポーツ・レクリエーションの推進 

② 競技スポーツの推進 

③ スポーツによる活力のあるまちづくりの推進 

 

基
本
理
念 

 

人
を
思
い
や
り
、
と
も
に
学
び
合
い
、
新
し
い
時
代
を
切
り
拓
く
人
づ
く
り 

 
 

 
 

 
 

～ 

ふ
る
さ
と
魚
津
か
ら
世
界
に
飛
躍
す
る
人
材
の
育
成 

～ 
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第５章 基本目標達成のための施策と展開 

 

施策１ 確かな学力を育む教育の推進 

 

 １ 幼児教育の充実 

  
◆ め ざ す 姿 ◆ 

 

 

〇 子どもたちは生活や遊びなどを通して、人と関わる力や思考力、感性や表現する力

など、人格形成の基礎が培われています。 

〇 子育てや幼児教育に関する相談・支援が適切に行われています。 

 

 

 

◆ 概 要 説 明 ◆ 

 

子どもが様々な人やものとの関わりを通した多様な経験は、心身の調和のとれた

発達を培うために大変重要です。そのために、子どもにとって望ましい集団活動を

実践できる教育・保育環境の整備に取り組みます。 

また、特色ある幼児教育の実施や預かり保育の充実、家庭教育支援など、子ども

一人一人の成長と保護者ニーズに応じた適切な支援を行うことに取り組みます。 
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◆ 施 策 の 展 開 ◆ 
 

１ 幼児教育・保育の質の向上 
 

子どもたちが幼稚園やこども園で、生活や遊びを通して多くの経験ができる環境

を整備し、子ども自らが興味を発展させ取り組む姿勢や、子ども同士が協力して物

事に取り組む姿勢など主体的に学ぶことができるよう支援します 

 

２ 家庭と連携した支援の充実 
 

家庭は愛情やしつけなどを通して子どもの成長の最も基礎となる心身の基盤を形

成する大切な役割を果たしており、幼稚園やこども園は、家庭と連携し子どもの健

やかな成長を支えていきます。 

 

◆ 施 策 目 標 ◆ 

 

数値目標項目 R 元年度実績 R７年度目標 

幼稚園・認定こども園の数 ６園 ９園 
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 ２ 学力向上の取組み 

 

 
◆ め ざ す 姿 ◆ 

 

 

○ 児童生徒は意欲的に学習に取り組み、確かな学力が身に付いています。 

 

○ 児童生徒が学習に取り組むための教育支援体制が充実しています。 

 

 

 

 

◆ 概 要 説 明 ◆ 
 

児童生徒の基礎的・基本的な知識及び技能の確実な習得、思考力・判断力・表現

力等の育成、学ぶ意欲の向上に努めます。 

また、一人一人の教員が資質を高め、魅力ある授業を展開できるよう、教育力の

向上をめざします。 

 

◆ 施 策 の 展 開 ◆ 
 

１ 学力向上プラン23の推進 
 

① 「魚津っ子の学び向上委員会24」を組織して、全国学力・学習状況調査や各種

学力調査の累積した集計結果を総合的に調査・分析し、課題の把握と解明に向け

た研究・共通実践を進めます（学力向上講演会、授業改善研修会・公開授業、成

果発表会の開催）。 

 

② 各種学力調査を実施し、学級や個々の検証・分析を行い、より効果的な指導の

研究を進めます。 

 

 

 

 

                                                   

23 各学校による主体的な学力向上の取組みの推進を図り、授業力の向上につなげていく取組み。「確かな学力」の育

成のための実践研究を行い、実践研究で得られた成果の普及を図りながら、併せて検証改善している。 

 

24 本市の学校教育の充実を図るために、児童生徒の「確かな学力を育む教育の推進」と「豊かな心を育む教育の推

進」を重点目標とし、その取組みの企画・運営及び研究推進の中心となる組織。 



- 45 - 

 

２ 学習支援員等による学習サポート環境の整備 
 

① 学習の支援が必要な児童生徒に対してきめ細かな指導を行うため学習支援員や

ALT25の配置を充実します。 

② 児童生徒が言語を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かなものにす

るため、学校司書26の配置を充実するとともに、図書管理や図書環境の向上を図

り読書活動を推進します。 

 

 

３ 家庭学習の定着と充実 
   

小学校において「自主学習ノート」を活用するなど、学校と家庭が連携しながら

児童生徒の学習意欲を高め、家庭学習の習慣化と定着を図ります。 

 

 

 

４ 教員の資質向上 
   

① キャリアに応じた研修を充実させ、教員としての高い専門性や指導力等の向上を

図ります。 

 

② 大学院や専門機関への派遣研修を推進して教員の資質向上を図るとともに、本市

教育の振興に努めます。 

     

                                                   

25 Assistant Language Teacher の略。日本語訳は外国語指導助手。本市では、児童生徒の英語発音や国際理解教育

の向上を目的としてすべての小中学校に配置し英語の授業を補助している。 

 

26 学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資する

ため、専ら学校図書館の職務に従事する職員のこと。 

自主学習ノート 
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５ デジタル教科書やＩＣＴ機器の活用による教育の推進 
 

デジタル教科書27や電子黒板28、タブレット端末等を活用し、児童生徒の学習意

欲の向上や知識及び技能の定着を図ります。また、コンピュータ等を活用した学習

活動の充実を図り、プログラミング的思考の育成に努めます。 

 

◆ 施 策 目 標 ◆ 
 

数値目標項目 R 元年度実績 R７年度目標 

・学習の達成状況 

《小中教研学力調査の県平均

（100.0）に対する市平均）》 

小学校 １０１．０％ 小学校   １０２．0％ 

中学校 ９３．６％ 中学校       １００．０％ 

・授業内容が「よくわかる」「ど

ちらかといえばよくわかる」と答

えた児童生徒の割合 

小学校 

国語 ８９.３％ 

小学校 

国語 ９０.０％ 

算数 ８１.６％ 算数 ８５.０％  

中学校 

国語 ７６.８％ 

中学校 

国語 ８０.０％  

数学 ７３.8％ 数学 ８０.０％  

・家庭学習時間が平日１時間以上

の児童生徒の割合 

小学校 ６７．１％ 小学校 ７０．０％ 

中学校 ６３．９％ 中学校 ７０．０％ 

・読書時間３０分以上の児童生徒

の割合 

小学校 ４８．２％ 小学校 ５０．０％ 

中学校 ２７．１％ 中学校 ３５．０％ 

 

 

                                                   
27 教科書を電子書籍化したもの。教員が、既存の教科書の内容を編集、移動、追加、削除等して電子黒板等により

児童生徒に提示して指導することができる。 

 

28 パソコン等と接続し、映し出された画像を拡大することや専用ペンを用いて書き込むこと、デジタル教科書の全

部や一部を表示させること、音声や動画を再生することなどができる。 
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３ 特別支援教育の充実 

 
◆ め ざ す 姿 ◆ 

 

 

 

○ 学校と家庭、関係機関が連携しながら一人一人の教育的ニーズに応じた教育や支援

を行い、自立と社会参加できる人間を育成しています。 

 

○  特別支援教育推進のための人的、物的環境が整備されています。 

 

 

◆ 概 要 説 明 ◆ 

 

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育29の推進に向け、特別な支援を要す

る幼児や児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、学習上又は生活上の困難を克

服し、自立と社会参加を進めるため、適切な指導や必要な支援を行います。 

 

◆ 施 策 の 展 開 ◆ 
 

１ 一人一人のニーズに応じた教育内容の充実 
 

幼稚園や小中学校が作成する「個別の指導計画」に基づいて、関係機関と連携し

ながら、一貫した支援を行います。 

 

２ 教育環境の整備 
 

① 各学校において特別支援教育コーディネーターを中心とした校内支援体制の整備

を行います。また、特別な支援が必要な児童生徒に対してきめ細かな指導を行うた

め、特別支援スタディメイトの配置を充実していきます。 

② 令和元年度より、魚津市特別支援教育コーディネーターを配置しており、こども

園保育園等から小学校、小学校から中学校への切れ目のない支援を行えるよう関係

機関と連携しています。 

 

 

                                                   

29 インクルーシブ教育とは、障がいの有無によらず、誰もが地域の学校で学べる教育のこと。平成２３年７月に成立

した障害者基本法でインクルーシブ教育の理念が盛り込まれた。障がいのある者と障がいのない者が共に学ぶ仕組

みをいう。 
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３ 指導・支援の充実 
 

① 発達障がいや知的障がい等の児童生徒に対する支援のあり方について理解を深め

るために、教職員の研修会の充実を図ります。 

 

② 専門的な知識・技能を身に付けるため、特別支援学校との交流や研修を積極的に

推進します。 

 

４ 教育相談の充実 
 

月１回の「にこにこ相談会30」を継続するなど、一人一人の教育的ニーズに応じ

た適切な指導や必要な支援を行えるように、就学相談等の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ♢ 特別支援教育研修会 ♢ 

 

魚津市教育センターでは、市内の小

中学校教員のほか、黒部市、入善町、

朝日町の教員も参加する「特別支援教

育研修会」を開催しています。 

研修会では具体的な事例を想定し

ながら、グループワーキングなど通し

て、特別な支援を必要とする児童生徒

へのチーム支援について理解を深める

ほか、今後の指導に役立てるため、児

童生徒の問題行動等への対応について

情報交換を行っています。 

 

 

 

                                                   

30 障がいのある子どもとその保護者や関係職員を対象とした相談のほか、特別支援体制に関する情報提供をしてい

る。また、発育発達障がいの相談のみならず、子育てや不適応行動に対する相談、助言なども行なっている。 

研修会でのグループ演習の様子 



- 49 - 

 

施策 ２ 豊かな心を育む教育の推進 

 

１ 豊かな心の育成 

 
◆ め ざ す 姿 ◆ 

 

 

○ 自己肯定感を身に付け、命を尊び、他者を思いやり支えあう心が育まれています。 

 

○ 気持ちの良い挨拶や返事ができ、誰とでも仲良く助け合い、時と場に応じた行動が

できます。 

 

○ ふるさとの自然や文化、歴史に親しみ、郷土への愛着と誇りをもつ心が育まれてい

ます。 

 
 

 

 

◆ 概 要 説 明 ◆ 

 

規範意識や公共心を身に付け、生命や人権を尊重する態度や豊かな人間性を育む

ために、様々な教育活動の充実を図ります。 

児童生徒の成就感や自己肯定感を高めるために多様な自己実現の機会を設けます。 

 

 

◆ 施 策 の 展 開 ◆ 
 

 

１ 道徳教育の充実 
 

学習指導要領に基づいて道徳教育の全体計画を作成し、道徳科の時間や特別活動

を中心に教育活動全体を通して道徳教育を推進します。 

 

 

２ 生徒指導の充実 
 

① いじめや不登校について、日頃から児童生徒の観察に努めるとともに、定期的

に調査を行い実態把握に努めます。また、魚津市いじめ防止基本方針31に基づき、

いじめ撲滅に向けての取組みを推進します。 

 

                                                   

31 本市におけるいじめの防止等の対策を総合的にかつ効果的に推進するため、その基本的な方針を定めたもの。（平

成３０年１０月改訂）  
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② 魚津市教育センター内の適応指導教室「すまいる」32に、支援員を配置し、様々

な問題を抱えている児童生徒の自立支援や保護者等の教育相談を行います。また、

学校にスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを派遣し、児童生徒

や保護者の相談に様々な視点から対応します。 

 

③ 学級運営の改善や児童生徒が楽しい学校生活を送るため調査を実施し、その効

果的な活用について研修会を開催します。 

 

④ 魚津市子ども会議33を開催して、他者を思いやり支え合う心の育成や人権教育

の充実を図るとともに、自浄能力のある学校づくりに努めます。 

 

⑤ 幼稚園や小中学校における授業公開や合同研修会を行い、連携の強化や教育の

一貫性を図ります。 

 

３ いのちの教育の推進 
 

一人一人の自尊感情を高め、自他の命がかけがえのないものであることを実感す

るため、各学校において助産師等の専門家や「メッセージカード」を活用するなど

「いのちの教育」を推進します。 

 

４ 交流教育の推進 
 

学校の教育活動全体を通じて、交流及び共同学習に計画的、組織的に取り組み、

障がいのある児童生徒と障がいのない児童生徒が、互いに理解を深め、共に生きよ

うとする心や態度を育みます。 

 

 

 

 

 

 

                                                   

32 魚津市教育センター内に設置されており、不登校児童生徒の集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、

基本的生活習慣の改善等のための相談・適応指導（学習指導を含む。）を行っている。 

 

33 本市の次代を担う子ども達の代表が集まり、学校や家庭、地域などで日ごろ学んだことや体験したことをもとに、

意見や提言を発表しあうことを趣旨として行っている会議。 
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５ ふるさと教育の推進 
 

① 規範意識や社会性を高め自分の生き方を考える機会として、中学校２年生が地

域で職場体験を行う、社会に学ぶ「１４歳の挑戦」を実施します。 

② 小学校において、水族・埋没林博物館等と連携した「ふるさと発見バス」によ

る地域見学の実施や歴史副読本「わたしたちの魚津」を刊行するなど、郷土の歴

史や文化に対する理解を深めます。 

 

 

 

 

 

   ♢ いのちの教育 ♢ 

       

   児童生徒が助産師や保健師から妊娠や出産、育児について話を聴き学習します。

赤ちゃんや赤ちゃんのおかあさんとのふれあい、家庭の良さや育児の大切さを実感

することを目的としています。 

 

 

                        ～中学生の感想から～ 

 

・いのちの大切さ、出産や育児の大変さ   

を感じるとともに、今まで育ててくれた家

族への感謝の思いを持つことが出来た。 

 

・いのちの大切さについてじっくり考えた

り、現在から未来の自分のことを見つめた

りすることが出来た。 

 



- 52 - 

 

◆ 施 策 目 標 ◆ 

 

数値目標項目 R 元年度実績 R７年度目標 

・不登校の児童生徒の出現率 

小学校 １．０５％ 小学校 ０．７％ 

中学校 ４．４３％ 中学校 ３．０％ 

・学校が「楽しい」「どちらかと

いえば楽しい」と答えた児童生徒

の割合 

小学校 ９０．８％ 小学校 ９５．０％ 

中学校 ８５．６％ 中学校 ９０．０％ 

 

 

 

 

 

 

 ♢ １４歳の挑戦 ♢ ～地域の中で職場体験～ 

  

「１４歳の挑戦」は、県内全ての公立

中学校で行われています。 

職場体験のほか、福祉・ボランティア

活動にも取り組むことで、自分の住む地

域ではどのような活動が行われている

かなど、地域を知る機会でもあります。 
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２ 家庭・地域との連携 

 
◆ め ざ す 姿 ◆ 

 

 

 

○ 児童生徒が、学校・家庭・地域の連携・協力のもと、基本的な社会性や豊かな人間

性を身に付けています。 

 

○ 家庭や地域への積極的な情報発信や学校開放等、開かれた学校づくりが行われてい

ます。 

 

 

 

◆ 概 要 説 明 ◆ 

 

学校と家庭、地域が連携し、様々な教育活動を通して地域全体で児童生徒の豊か

な心を育みます。 

保護者や地域住民の学校行事や授業参観への参加はもちろんのこと、ゲストティ

ーチャーとして参画を要請しながら、学校・家庭・地域が連携を密にして信頼され

る学校づくりに努めます。 

 

 

◆ 施 策 の 展 開 ◆ 
 

１ 開かれた学校づくりの推進 
 

① 積極的に学校開放を進めるとともに、各種便りや学校ホームページ等による広

報活動に取り組みます。 

 

② 学校教育に地域の資源や教育力の活用を推進します。 
 

③ 地域の伝統的行事や伝承文化の継承等に参加し、特色ある学校づくりを行いま

す。 
 

④ 保護者へのアンケート調査や地域住民との懇談会を通して、家庭や地域の意見

を広く聴取し、学校経営の改善に生かします。 

 

 

２ 家庭教育の充実 
 

親学び講演会や自主学習ノートの活用などを通して、家庭教育の定着や充実を図

ります。 
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金山谷の獅子舞 田植え体験活動 

３ 地域活動の推進 
 

① 地域で行う体験活動を推進します。 

 

② 地域行事やボランティア活動など社会体験活動の機会を広げます。 

 

③ 通学路の安全確保を第一に、登下校の子ども見守り活動を推進します。 

 

 

 

◆ 施 策 目 標 ◆ 

 

数値目標項目 R 元年度実績 R７年度目標 

・地域の行事に参加していると答えた

児童生徒の割合 

小学校 ７２．４％ 小学校 ８０％ 

中学校 ６２．４％ 中学校 ７０％ 
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施策 ３ 健やかな体を育む教育の推進 

 

１ 望ましい生活習慣の育成 

 
◆ め ざ す 姿 ◆ 

 

 

○ 「早寝・早起き・朝ごはん」が定着し、望ましい食生活等の生活習慣が身に付いて

います。 

 

○ 自主的に生活の目標や計画を立てて、規則正しい生活を送ることができます。 

 

○ マナーやルールを守って、情報機器を活用しています。 

 

 

 

 

◆ 概 要 説 明 ◆ 

 

学校と家庭、地域が連携し、子どもたちの望ましい生活習慣の定着に向けた取組

みを進めます。 

 

 

◆ 施 策 の 展 開 ◆ 
 

１ 望ましい生活習慣の定着 
 

① 市や学校保健委員会34による「早寝・早起き・朝ごはん」運動やあいさつ運動

等、家庭への規則正しい生活の啓発活動を行います。 

 

② インターネットやゲーム機、スマートフォン等の正しい使用法や危険性につい

て理解を深めるため、情報モラル教育の充実と啓発に努めます。また、使用時の

ルールを自ら作り、それを守れるよう学校と家庭が連携して取り組みます。 

 

③ 個人情報の取扱いやネットワーク上のマナーの指導等について、教員研修の充

実を図り、情報モラルに対する指導力の向上に努めます。 

 

                                                   

34 学校における健康の問題を研究協議し、健康づくりを推進するために組織された委員会。さまざまな健康問題に

対処するため、家庭、地域等の教育力を充実する観点から、学校と家庭、地域を結んでいる。 
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２ 食育の推進 
 

魚津市食育推進計画に基づいて、栄養教諭による食育の充実や地場産食材を利用

したメニューコンテストの実施など、親子のコミュニケーションを図る事業に取り

組みます。 

 

◆ 施 策 目 標 ◆ 

 

数値目標項目 R 元年度実績 R７年度目標 

・朝食を毎日食べる児童生徒の割合 

小学校 ８７．７％ 小学校 ９５．０％ 

中学校 ８４．２％ 中学校 ９０．０％ 

 

 

 

 

 

      

「食育」とは、「様々な経験を通じて

「食」に関する知識と「食」を選択する

力を習得し、健全な食生活を実践するこ

とができる人間を育てること」とされて

います。 

本市では、平成３１年３月に「第２期

魚津市食育推進計画」を策定し、豊かな

地域資源を生かしながら、家庭、学校、

地域が一体となり、「食育」を総合的に

推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栄養教諭による食育指導 

♢ 魚津市食育推進計画 ♢ 
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  ２ 子どもの体力向上 

 
◆ め ざ す 姿 ◆ 

 

○ 子どもたちが自ら進んで運動やスポーツの実施、体力の向上に取り組んでいます。 

 

○ 子どもたちは幼児期から運動に取り組む機会があり、生涯にわたって運動に親しむ

ことができる環境が整っています。 

 

 

◆ 概 要 説 明 ◆ 

 

体力・運動能力調査等の結果分析をもとに授業改善を進め、体力向上を図るとと

もに、子どもたちが自ら進んで運動やスポーツに取り組み、健全に成長するよう努

めます。また、それぞれの児童生徒に応じて、自ら進んで運動やスポーツの実施や

体力の向上に努められるように、総合型地域スポーツクラブ35やスポーツ少年団等

の関係機関、学校、幼稚園や保育園、行政、家庭、地域等が連携し、市民スポーツ

活動の育成・支援に努めます。 

 

◆ 施 策 の 展 開 ◆ 
 

１ 学校等における体力向上の取組みの推進 
 

① 体力・運動能力調査の結果等の分析をもとに各学校で子どもの体力向上の課題

と目標を明らかにして、授業の改善、業間活動36や体育的行事等、各校の実態に

応じた特色ある体力向上の取組みを推進します。 

 

② 体力向上シート「みんなでチャレンジ３０１５37」を積極的に活用し、目標を

持って意欲的に体力つくりができるよう、関係機関と連携を図っていきます。 

 

③ 幼児の体力の現状を把握し、遊びながらできる運動プログラムの提供により、

幼児期からの体力向上を図ります。 

                                                   

35 会員会費等を主とした自主財源を基に、自主的に運営する多種目、多世代型のスポーツクラブのこと。本市には、

『うおづスポラ』、『天神文化スポーツクラブ』、『スマイル本江スポーツクラブ』がある。 

36 学校活動の中で、休憩時間の一部を使って行われる活動。 

37 富山県が作成する体力向上シートで 3015 は立山の標高にちなんでいる。運動プログラム「立山編」と、オリパラ

教育や豊かなスポーツライフを実現する観点（「みる」「支える」「知る」）に対応した新プログラム「富山湾編」が

ある。 
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２ 地域や家庭と連携した学校体育・スポーツの推進 

  及び部活動の活性化 
 

① スポーツ少年団をはじめとする地域のスポーツクラブ等の情報発信を積極的に

行い、加入の促進に協力しながら、子どもたちのスポーツの機会の充実に努めます。 

 

② 総合型地域スポーツクラブ、体育協会、スポーツ推進委員等との連携により、

地域のスポーツ人材を体育授業や部活動等へ派遣するなど、地域のスポーツ人材

の活用を推進する体制の整備に努めます。 

 

③ 子どもたちの体力向上はもとより、子どもたちが元気に活動するための基礎と

なる望ましい生活習慣や食習慣を身に付けるために、幼稚園や保育園、認定こど

も園、学校、家庭、地域、関係機関の連携した取組みを推進します。 

 

◆ 施 策 目 標 ◆ 

 

数値目標項目 R 元年度実績 R７年度目標 

・全国体力・運動能力、

運動習慣等調査の

合計得点 

 魚津市 富山県 

・すべての学年男女で富

山県の得点を上回る 

小 5男子 54.23 54.68 

小 5女子 58.14 57.89 

中 2男子 39.92 41.86 

中 2女子 49.23 50.20 

 

  ♢ みんなでチャ・チャ・チェ ♢ ～幼児期の体力向上支援事業～ 

                     

 幼児期の体力向上を目的とし、派遣スポーツ主事が指導者となって、市内の幼稚園・

保育園・認定こども園・幼稚園にてマットや跳び箱など「みんなでチャ・チャ・チェ」

と名付けた運動遊びを行っています。また、親子を対象とした親子活動や指導者育成

も行っています。 

神経系統が著しく発達する５歳から８歳（プ

レ・ゴールデンエイジ）の間に、様々な運動経験

を積むことで、運動の能力の向上を図るとともに、

他者との連携、協調体験を通してコミュニケーシ

ョン能力の基礎を養い、子どもたちの健やかな成

長につなげることをめざしています。 

   ≪名前の由来≫ 

  チャ：チャンス（Chance） ―― 機会 

  チャ：チャレンジ（Challenge）― 挑戦 

  チェ：チェンジ（Ｃhange） ―― 変化 
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施策 ４ 学びを支える教育環境の整備推進 

 

１ 安全・安心な学校施設の充実 

 
◆ め ざ す 姿 ◆ 

 

 

○ 子どもたちが、安全・安心な学校で快適に学んでいます。 

 

○ 災害発生時には、地域住民の応急避難所として、重要な役割を担っています。 

 

○ 修繕計画に基づき、学校施設の適切な維持管理が行われています。 

 

 

 

◆ 概 要 説 明 ◆ 

 

学校施設の老朽化、情報化、多様な学習活動への対応、環境への配慮など、様々

な課題に対処し、より効率的に適切な学校施設の維持・管理を図っていきます。 

 

◆ 施 策 の 展 開◆ 
 

１ 学校施設の非構造部材耐震化の推進 
 

非構造部材の耐震化を進め、安全・安心な学校機能の維持に努めます。 
 

 

２ 防災拠点施設の推進 
 

市内全ての小中学校は、災害発生時の避難所に指定されています。市防災担当課

と連携し、学校施設のバリアフリー化や災害備蓄倉庫の設置など、地域の防災拠点

施設として整備していきます。 

 

３ 学校施設の適正な維持管理 
 

安全・安心な学校施設を維持するためには、適切な維持管理が求められます。各

学校の安全計画に基づき、学校の施設及び設備の安全点検を適切に行うとともに、

児童生徒の安全の確保を図るため、随時対応し、施設を長期間にわたって使用でき

るよう努めます。 
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２ 小学校の規模の適正化と通学安全対策 

 
◆ め ざ す 姿 ◆ 

 

 

○ 子どもたちが、学校での集団生活を通して、協調や対立、共感や反発などの多様

な人間関係を体験し学びながら、社会性や集団性を培い、成長を遂げています。 

 

○ 教員がお互いに連携し、指導計画や評価、教材研究等が行われ、円滑に学校運営

が行われています。 

 

 

 

◆ 概 要 説 明 ◆ 

 

小中学校での児童生徒の学習用タブレット端末「１人１台」等を配備するなど学

校のＩＣＴ化を推進するＧＩＧＡスクール構想の実現や新型コロナウィルス感染症

対策など子ども達を取り巻く教育環境は大きく変化しています。 

また、少人数学級の国の動きに加え、全国の自治体の少人数学級の先進的な取組

みなどを研究し、児童数の推移を注視しながら、学校規模の適正化と通学時におけ

る児童生徒の安全対策推進に努めます 

 

◆ 施 策 の 展 開 ◆ 
 

１ きめ細やかな教育の充実 
 

小学校の統合によって、一定の教職員を確保することができることから、個々の

子どもたちの理解や習熟の程度に応じたティーム・ティーチング や少人数指導 な

ど、きめ細かな教育を充実していきます。 

また、「1クラス 30人学級」の実現性も考慮しながら新しい時代の学びの環境充

実について検討していきます。 

 
 

２ 通学区域の弾力的運用 
 

第１期計画期間中も、少子化が進行しており、加えて児童数が減少する地域があ

る一方、住宅地の造成等により児童数が増加する地域もあります。 

このような状況の中、過小規模校の発生が想定されることから、通学区域の更な

る弾力化の検討を行います。 
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３ 通学の安全対策 
 

小学校の統合に伴い、通学区域の拡大やスクールバスの導入等、子ども達の通学

事情は大きく変化しています。 

このことから「魚津市通学路交通安全プログラム」に基づき地域と関係機関の連

携を一層推進しながら児童生徒の通学時の安全確保を図っていきます。 

また、通学路の施設整備面だけではなく、交通安全教育などのソフト対策やスク

ールバス運行による通学安全対策を推進していきます。 

 
 

４ 円滑な統合の推進 
 

「魚津市学校規模適正化推進計画」に明記されている道下小学校と経田小学校の

統合小学校については、児童数の推移を注視しながら、検討を進めていきます。 

 統合にあたっては、統合前の事前の交流を実施し、保護者や教員、地域の方々を

含めた交流が活性化するように努めていきます。 

 

 

◆ 施 策 目 標 ◆ 

 

数値目標項目 R 元年度実績 R７年度目標 

・小学校の適正規模校の割合 ８０．０％ ８０．０％ 
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３ 学びのセーフティネットの構築 

 
◆ め ざ す 姿 ◆ 

 

 

○ 全ての児童生徒が、家庭の経済状況によらず等しく教育を受けています。 

 

○ 保護者がもつ教育に関する悩みについて、必要な助言が行われています。 

 

 

 

◆ 概 要 説 明 ◆ 

 

家庭の経済状況等により、意欲ある子どもたちの学習機会が損なわれないよう、

必要な支援を引き続き実施していきます。また、子どもや保護者が抱える教育に関

する問題について、相談しやすい環境を整えるとともに、関係機関等と連携しなが

ら、悩んでいる保護者の情報の共有と支援策の検討・提供を行っていきます。 

 

◆ 施 策 の 展 開 ◆ 
 

１ 就学援助と奨学金貸与制度の実施 
 

小中学校においては、経済的困難を抱える家庭に対して就学援助38などを引き続

き実施し、教育を受ける機会を確保していきます。また、高校や大学等への進学の

ため、奨学資金の貸与も引き続き実施していきます。 

 

 

２ 関係機関等との連携した支援 
 

非行やひきこもり、ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）といった様々な問題

に対応するため、関係機関等と情報を共有し対応策の検討を行い、悩みを抱える子

どもや保護者に対して適切な助言や支援策を提供します。 

 

 

３ 教育相談に関する開かれた窓口 
 

経済的な理由をはじめ、子育てに関する悩みなど多岐にわたる教育に関する問題

について、保護者が相談しやすい開かれた窓口となるよう努めていきます。 

                                                   

38 学校教育法第 19条に基づき、市町村が経済的理由によって就学困難と認める児童生徒の保護者に対して就学に要

する諸経費を援助すること。  
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施策 ５ ふれあい豊かな生涯学習の推進 

 

１ 公民館での教育力の向上 

 
◆ め ざ す 姿 ◆ 

 

 

○ 子どもたちが地域の中で、人・歴史・文化・自然とふれあい、心豊かで健やかに成

長していきます。 

 

○ 子どもたちが、地域の伝統行事・地域おこし・社会奉仕などの活動を通じて、多く

の人々と交流し、健全な社会性を育んでいます。 

 

○ 子どもたちの育成に携わる方々みんなで、子育て支援のネットワークづくりが進め

られています。 

 

○ 地域住民が、公民館の事業や活動を通じて、教養を高めながら、より良い社会人と

なるよう人材の育成が進められています。 

 

 

 

◆ 概 要 説 明 ◆ 

 

公民館では、学びを通じて心の豊かさを養うため、子どもから高齢者まで幅広い

世代の人々が集まり、多彩な活動を展開しています。特に、小学生の子どもたちを

対象とした放課後子ども教室や土曜教室39の一層の充実・拡充に努めていきます。 

また、公民館は学びの場であるだけでなく地域住民の集いの場として機能してい

ます。子どもたちと地域住民が、伝統行事・地域おこしや社会奉仕活動などを通じ

て、交流できるよう支援していきます。さらには、誰もが利用しやすいコミュニテ

ィセンターへの移行も支援していきます。 

 

◆ 施 策 の 展 開 ◆ 
 

１ 公民館活動振興事業 
 

身近な学びの場である公民館で異世代交流事業、女性セミナー、高齢者学級など

の公民館教室を開設し、住民の集いと学びを通して地域の教育環境の充実につなげ

                                                   

39 小学校の余裕教室等を活用し、地域の多様な方々の参画を得て、子供たちの活動拠点（居場所）を確保し、放課

後や週末等における様々な体験や地域住民との交流等の活動を行うもの。 
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ていきます。 

 

２ 放課後子ども教室等推進事業 
 

児童生徒を対象に、放課後や休日を利用してサークル活動や地域住民との交流活

動を推進します。また、子どもたちがより有意義な時間を過ごせるように、地域の

人材を活用した活動等を公民館において展開し、地域の教育力の向上を図っていき

ます。 

 

３ 公民館施設の適正な維持管理と施設整備 
 

施設の長寿命化計画に基づき、老朽化した施設については長期的な視野に立って

施設の整備・補修を行っていきます。 

 

◆ 施 策 目 標 ◆ 

 

数値目標項目 R 元年度実績 R７年度目標 

・地区公民館活動の 

  利用者総数 
１８，４４５人 １８，５００人 

 

 

 

 

 

 

「異世代交流事業」とは、核家族化が

進展する少子高齢社会において、地域

の子どもから高齢者まで、異なる世代

が交流しながら、地域の伝統文化等を

継承することや地域の絆を深めること

を目的とした事業です。 

  この事業は、市内 13 地区全ての公

民館で行っており、地区の特色を生か

した活動を展開しています。 

 

 

 

♢ 異世代交流事業 ♢ 

 

上中島公民館 ～ 田んぼの学校 ～ 
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２ 生涯を通じた学びの推進 
 

◆ め ざ す 姿 ◆ 

 

○ 市民が、生涯にわたり、それぞれのライフステージに応じた学びを行っています。 

 

○ 市内の社会教育施設や民間事業者等で情報共有を図りながら、身近で気軽に学べる

環境が充実しています。 

 

○ 市内の社会教育施設等で、生涯学習や地域教育力の向上の場として活発に利用され

ています。 

 

 

◆ 概 要 説 明 ◆ 

 

あらゆる世代の市民が、それぞれの目的や社会の新たな課題に応じて自由に学び

の場や機会を選択し、生涯にわたり、いつでも、どこでも自己実現に向けた学習が

できるよう、学び続ける環境づくりと地域の教育力の向上に努めます。 

 

◆ 施 策 の 展 開 ◆ 
 

１ 多様な学習機会の提供 
 

多様化する市民の学習ニーズの把握に努め、様々な世代に対応した魅力的な教室

を開催するなど市民に求められる学習機会の提供を促します。 

 

２ 生涯学習施設の連携・情報の提供 
 

生涯学習の成果を発表する機会の提供等による学習の意欲向上を図るとともに、

多くの市民に関心を持ってもらえるような環境づくりに努めます。また、市内の社

会教育関連施設との情報交換や情報共有を行い、連携を取りながら事業を展開しま

す。 

 

３ 社会教育団体の育成と支援 
 

地域の人材や資源を生かした取組みを進めるため、教室や講座の指導者育成や、

青少年教育、女性教育、成人教育団体等の育成を図るとともに、各団体と連携・協

力しながら生涯学習の担い手づくりに努めます。 
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◆ 施 策 目 標 ◆ 

 

数値目標項目 R 元年度実績 R７年度目標 

・市の社会教育施設での各種

学級、講座等の開催数 
1,068 1,070 
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３ 図書館機能の充実と読書活動の推進 

 
◆ め ざ す 姿 ◆ 

 

 

○ 多くの市民が生涯学習の場として図書館を活用しています。 

 

○ 家庭や地域、学校が連携し、常に子どもたちの身近に本がある環境が整い、子ども

たちの読書活動が積極的に推進されています。 

 

 

 

◆ 概 要 説 明 ◆ 
 

子どもから高齢者まで市民が教養を高める生涯学習施設として図書館機能を強化

するとともに、まちづくりの拠点として図書館ボランティアや各種団体等と協働し、

図書館の活用を推進します。 

 

◆ 施 策 の 展 開 ◆ 
 

１ 地域資料の収集と活用 
 

本市に関わりのある資料を積極的に収集・保存し、活用します。 

 

２ 図書館ボランティアの育成と協働 
 

図書館ボランティアの育成に努めるとともに、ボランティアと協働して子どもた

ちへ読書活動の普及啓発を行います。 

 

    

♢ 図書館ボランティアの活動から ♢    ～おはなしを楽しむ会 ～ 

                         

ボランティアの皆さんが、子どもやその

保護者に絵本や紙芝居を読み聞かせし、想

像力豊かな人生を送るための手段に導く

種まきをしています。 

また、地域の小学校等にも出向き、活動

しています。 

   

      大型絵本の読み聞かせ 
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３ レファレンスサービスの充実 
 

市民ニーズに沿った図書館運営と市民生活に資する資料収集を行います。レファ

レンスサービスを充実し、市民や地域の課題解決を支援します。 

 

４ 子どもの読書活動の推進 
 

魚津市子ども読書活動推進計画 41に基づき、子どもたちの身近に本がある環境づ

くりを進めます。児童生徒の発達段階に沿い主体的学びを深めるため、学校司書と

連携し、学校図書館を支援します。 

５ 連携による図書館サービスの実施 
 

他機関や他部署と連携し、資料展示や情報提供を行います。また、電子書籍の導

入など新時代に対応したサービスの充実を図ります。 

 

◆ 施 策 目 標 ◆ 

 

数値目標項目 R 元年度実績 R７年度目標 

・図書館の入館者数 ２０２，７３０人 ２０３，０００人 

・市民一人あたりの図書

（電子書籍含む） 

貸出冊数 

６．６冊 ７．６冊 

 

 

                                     

♢ レファレンスサービス ♢ 

 

レファレンスサービスとは、図書館にある

資料を使い、利用者の調べものをサポートす

るサービスのことです。 

レファレンスサービスは、本の貸し出しと

同様に、図書館が行う基本的な業務のひとつ

です。 

 

司書によるレファレンスサービス 

                        
           

               
41 家庭・地域・学校など社会全体で子どもたちが読書に親しむことができる環境づくりを目的として策定した計画。 
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４ ふるさとの歴史や自然、文化の保存・継承・活用 

 
◆ め ざ す 姿 ◆ 

 

 

○ ふるさとの歴史や自然、文化が継承され、市民が郷土の伝統と文化に誇りを持ち、

地域に愛着を持って暮らし続けています。 

 

○ 貴重な文化財を保存・継承・活用するとともに、新たな指定や登録等をめざして調

査や手続きを進めています。 

 

 

◆ 概 要 説 明 ◆ 
 

ふるさとの歴史や自然、文化等を顕彰し、幅広く市民の理解を深める啓発活動を

行い、本市の貴重な財産である文化財等について、関係団体と連携しながら、保存・

継承・活用に努めていきます。 

 

◆ 施 策 の 展 開 ◆ 
 

１ 文化財の保存・継承・活用 
 

地元住民の減少や高齢化などにより、文化財等の滅失や散逸等の防止、管理のあ

り方が喫緊の課題であり、地域社会が総がかりでその保存と継承に取り組んでいく

必要があることから、その管理運営や担い手の育成を支援しながら、文化財等を保

存・継承する人材の育成や確保に努めていきます。 

 

２ 文化財の指定・登録と啓発 
 

指定や登録等をめざす文化財について、調査・検証を行い、社会全体で保存・継

承・活用できるよう、体制の強化を行いながら、計画的に取り組みます。また、体

験学習や副読本の作成・活用などを通して、ふるさと教育を積極的に推進し、郷土

に誇りと愛着をもった子どもたちを育てます。また、文化財に関する情報発信等に

より、市民への啓発活動に努めていきます。 
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◆ 施 策 目 標 ◆ 

 

数値目標項目 R 元年度実績 R７年度目標 

・文化財保存活用事業への年間延べ

参加者数 
1,289人 1,350人 

※指定文化財保存団体の会員数及び市が実施する文化財保存活用に関わるイベント等

の参加者数の合計 
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５ 博物館機能の充実 

 
◆ め ざ す 姿 ◆ 

 

 

○ 常設展示の見直しや特色ある特別展・企画展の開催が行われています。 

○ 体験や学びを重視した活動が行われています。 

○ 各館のレファレンス機能が充実し、各博物館が展示・教育普及・調査研究等を充実

させるとともに、魅力向上を図ります。 

○ Web サイトや SNS、出版を活用した情報発信が積極的に行われ、社会教育施設等

との連携が進み、多くの人が生涯学習の場として博物館を利用しています。 

 

 

 

◆ 概 要 説 明 ◆ 
 

魚津歴史民俗博物館、魚津埋没林博物館、魚津水族博物館が連携して、魚津の歴

史や文化、地域資源を生かしたより魅力ある博物館をめざして、企画や展示の充実

と施設整備を行います。また、アウトリーチ活動や、調査研究活動を推進するとと

もに、情報発信や体験を重視した普及啓発活動を進めます。 

 

 

◆ 施 策 の 展 開 ◆ 
 

１ 特色ある常設展示の整備及び特別展・企画展の開催 
 

来館者が満足する常設展示の整備や、魅力を感じるテーマの様々な特別展などを

継続的に実施します。 

 

２ 地域資源を生かした体験教室 
 

地域の歴史や自然にこだわった博物館の特色を生かして、アウトリーチ活動など、

子どもから大人までを対象に体験を重視した普及啓発活動を行い、魚津の魅力に対

する気づきと理解促進に努め、ふるさと魚津への愛着心の高揚を図ります。 

 

３ 博物館情報の発信 
 

博物館に対する興味・関心を高めてもらうため、広報誌やホームページを充実さ

せるとともに、SNSや報道機関等を通じて積極的に情報発信を行います。 
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◆ 施 策 目 標 ◆ 

 

数値目標項目 R 元年度実績 R７年度目標 

・魚津歴史民俗博物館の入館者数 5，981人 ７，０００人 

・魚津埋没林博物館の入館者数 39，659人 ５０，０００人 

・魚津水族博物館の入館者数 157，300人 １５０，０００人 
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  施策 ６ 豊かな心を育む芸術文化活動の推進 

 

１ 芸術文化活動の推進 

 
◆ め ざ す 姿 ◆ 

 

 

○ 生活にゆとりと潤いを与える芸術、文化、芸能、音楽活動等により、豊かな心を持

った市民が増え、魅力ある地域づくりが行われています。 

 

 

 

◆ 概 要 説 明 ◆ 
 

市民へこころのゆとりや潤いをもたらすため、多様な芸術・文化、音楽活動など

を積極的に支援し、幅広い芸術文化活動の振興を図っていきます。 

 

◆ 施 策 の 展 開 ◆ 
 

１ 芸術・文化活動の推進 
 

新川文化ホールや他の公共施設等を活用して、子どもの頃から優れた芸術文化に

触れる機会を増やします。 

 

２ 文化活動団体等との連携 
 

市内の文化関係団体との連携を図り、市民文化祭や美術展を開催するとともに、

新たな活動や若い世代を応援するなど、芸術や文化の振興を図ります。 

 

 

 

◆ 施 策 目 標 ◆ 

 

数値目標項目 R 元年度実績 R７年度目標 

・新川文化ホール等で開催される企

画事業の延べ入場者（参加者）数 
29,612人 30,000人 

・市美術展や市民文化祭の出演者及

び出典者の延べ人数 
758人 770人 
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施策 ７ 
健やかな心と体をつくるスポーツ活動 

の推進 

 

１ 生涯スポーツ・レクリエーションの推進 

 
◆ め ざ す 姿 ◆ 

 

○ 市民の誰もが、それぞれの世代に応じた運動やスポーツを主体的、継続的に楽しん

でいます。 

○ スポーツやレクリエーションを通じて、地域の人々が深い絆で結ばれた一体感や活

力ある地域社会が実現されています。 

 

◆ 概 要 説 明 ◆ 
 

市民の誰もが、いつでも、身近なところでスポーツやレクリエーションを継続し

て楽しめるよう、各世代に応じたスポーツに親しむことができる機会を提供すると

ともに、環境を整備します。 

 

◆ 施 策 の 展 開 ◆ 
 

１ 各世代におけるスポーツ活動の機会の充実 
 

市民がそれぞれの世代に応じた運動を主体的に継続して行えるよう、市民が参加

しやすいスポーツイベントや教室の開催、うおづスポーツ・レクリエーション祭40や

各種大会などのスポーツ活動の成果を発揮する機会の充実を図ります。 

 

２ 関係団体との連携 
 

地域のスポーツ振興に密接に関わりを持つ市内各地区の体育振興組織及び総合型

地域スポーツクラブ組織の育成と、それらとの連携により様々な事業を推進してい

きます。 

 

３ 学校体育施設開放の推進 
 

学校体育施設の開放による利用を促進するとともに、学校統合後の旧小学校体育

施設を引き続き利用できるよう維持管理に努めます。 

                                                   

40 家族、地域住民の多世代がお互いに交流を深めながら、気軽にスポーツに親しめる環境づくりを目指す事業とし

て、平成１４年度から行われている。毎年５種目程度のスポーツを地区対抗戦で実施している。 
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４ 施設の整備と利用促進 
 

スポーツやレクレーション施設等については、適切な維持管理と計画的な改修等

により長寿命化を図りつつ利用促進に努めます。なお、老朽化した温水プールは、

建て替えに向けた準備を進めます。 

 

◆ 施 策 目 標 ◆ 

 

数値目標項目 R 元年度実績 R７年度目標 

・スポーツイベントの参加者数 7,562人 7,800人 

  ※しんきろうマラソン、UO!ＳＰＯinありそドーム、うおづスポーツレクリエーション祭の

参加者数の合計 

 

 

 ♢ ノルディックウォーキング  ♢ 

 

ノルディックウォーキングは、２本のポールを使って歩きます。ポールを使

うことで全身の筋肉を刺激するため、普通のウォーキングと比べ、使用エネル

ギー量が増え、高い運動効果が得られます。また、上半身を積極的に使うこと

で、姿勢がよくなり、肩や首のコリの解消、肩甲骨の可動域の改善にも有効的

です。ポールさえあれば、誰でもどこでも気軽に行うことができます。 
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２ 競技スポーツの推進 

 
◆ め ざ す 姿 ◆ 

 

 

 

○ 選手層の底辺の拡大が図られています。 

 

○ 指導者の育成が図られています。 

 

○ 国際的に活躍する選手が生まれています。 

 

 

 

◆ 概 要 説 明 ◆ 
 

全体的な競技力向上のためにも、選手層の底辺の拡大、指導者の育成に努め、国

際的に活躍する選手の輩出をめざします。また、ジュニア選手の強化、育成により

選手として活躍した子どもたちが、将来、地域スポーツの指導者や選手強化スタッ

フとしての一翼を担うという、好循環の創出をめざします。 

 

 

◆ 施 策 の 展 開 ◆ 
 

１ ジュニア指導、指導者研修の実施 
 

小中学生を中心とするジュニアアスリートやジュニアの指導者を対象とした講習

会の開催により、指導者の資質の向上と競技力向上の取組みを支援します。 

 

２ 競技団体等の育成 
 

優れた運動能力をもつジュニア選手の発掘と一貫指導体制が行われるよう、競技

団体やクラブ組織の育成に努めます。 

 

３ トップアスリートによる「スポーツ教室」の開催 
 

トップアスリートによるスポーツ教室の開催により、子どもたちがトップアスリ

ートの技術や人柄にふれることで、スポーツに対する意欲の向上や技術力・競技力

の向上を図ります。 
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４ 功労者の顕彰 
 

魚津市教育委員会表彰及び魚津市「桑山」スポーツ賞41の表彰制度を活用し、優

秀な選手や指導者の功績を称え顕彰することで、競技者や指導者の励みとなるよう

努めます。 

 

◆ 施 策 目 標 ◆ 

 

数値目標項目 R 元年度実績 R７年度目標 

・国際大会及び全国大会等への出場者数 

※全国大会等は以下の大会を指す 

・国民体育大会 

・全国高等学校総合体育大会 

・全国中学校体育大会 

35人 

 

42人 

（2割増） 

 

 

 

 ♢ トップアスリートによる「スポーツ教室」 ♢ 

 
企業スポーツチームやオリンピアン、

プロスポーツ選手等を招聘し、子どもた

ちや運動部活動生徒を対象としたスポ

ーツ教室を実施しています。トップ選手

とのふれあいや説得力のある言葉、高い

技術を見て憧れを抱くことで、体を動か

すことの楽しさや継続して努力するこ

との大切さを実感することができます。

市内の幼児から高校生までの競技人口

の拡大や全体的なレベルアップ、指導者

等の育成を推進しています。 

 

 

 

                                                   

41 スポーツの振興を目的として桑山征洋氏からの寄付金により設立された「桑山スポーツ振興基金」を基に、平成

元年に制定された表彰制度。その年のスポーツにおける全国大会等で活躍し、優秀な成績を収め、魚津市民に感動

を与えた選手を表彰する。 

パナソニックワイルドナイツ 

ラグビークリニック 

石川歩 野球教室 
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３ スポーツによる活力のあるまちづくりの推進 

 
◆ め ざ す 姿 ◆ 

 

 

 

○ スポーツの交流・体験イベントに市内外から多くの人が訪れています。 

 

○ 豊かな自然やスポーツ環境・施設を有効活用したスポーツイベントやスポーツ合宿

が行われています。 

 

 

 

◆ 概 要 説 明 ◆ 
 

国や世代、性別、障がいの有無等にとらわれず、スポーツを通した交流事業を行

うことで相互理解を促し、市内外から参加者を呼び込むスポーツ大会やイベントの

開催、大学等のスポーツ合宿の誘致など、地域の特色を活用したスポーツツーリズ

ム42の推進を図ることにより、関係人口の拡大や地域の活性化をめざします。 

 

◆ 施 策 の 展 開 ◆ 
 

１ スポーツによる交流事業の実施 
 

① 関係団体や企業等と協働を進め、協定締結や連携により、スポーツを通じた交

流・体験活動が拡大するように努めます。 

 

② 自然や地域のスポーツ資源を活かしたスポーツイベントの開催やスポーツ合宿

の誘致等を通じて、スポーツツーリズムの促進に努めます。 

 

２ スポーツに関連した情報の発信 
 

① 市民のスポーツへの興味・関心高めてもらうため、広報誌や SNS 等を活用す

るなど積極的な情報発信に努めます。 

 

② スポーツイベントやスポーツ施設の情報だけでなく、芸術文化や観光、食、宿

泊等の情報を融合させ、市内外に向けて魚津の魅力の発信に努めます。 

 
 

 

 

                                                   
42 スポーツと地域の観光資源を融合させ旅を楽しむ取組み。 
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◆ 施 策 目 標 ◆ 

 

数値目標項目 R 元年度実績 R７年度目標 

・スポーツ合宿実施件数 
14 

 

17 

（2割増） 

 

 

 

 

 ♢ 全日本大学女子野球選手権43での交流事業 ♢ 

 

毎年 8 月に開催される「全日本大学女子野球選手権大会」に、多くの選手や

監督・コーチ、保護者、OG 等が魚津市を訪れており、スポーツを通した交流が

行われています。 

地域住民が地元で収穫された野菜や果物等をふるまうおもてなし事業や、大

会 1 日目終了後には、大学の実行委員会が中心となり、市内の子どもたちと野

球教室やイベントを通してふれあう交流事業が行われています。また、大会期

間中に片貝コミュニティセンターを活用し、大会参加選手や OG を対象とした

宿泊事業も行われています。 

 

 
 

 

 

 

                                                   
43  「マドンナ達の甲子園」の愛称で親しまれ、全国大学女子軟式野球の日本一を決定する大会。魚津市は、1987

年に第 1 回大会が開催され「大学女子野球発祥の地」ともいわれている 
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第６章 計画の推進のために 

 

１ 連携と協働 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正（平成２６年法律第７６号）に

より、地方教育行政における責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の構築、市長部局

と教育委員会の連携の強化が図られました。 

今後、市長と教育委員会で構成する総合教育会議をはじめとして、関係各課と十分に

協議・調整を行い、ともに本市がめざす教育の姿を共有し協働しながら、より効果的な

施策の推進に努めていきます。 

 

 

２ 情報発信と収集 

本計画に掲げた基本理念、基本目標、各種施策に対して教育関係者や市民から幅広い

理解と協力を得るため、市ホームページなどを活用して積極的に情報発信を行います。 

また、市民や関係各課と協働して施策に取組むため、教育に関する最新の情報を収集

し、ニーズの把握と反映に努めます。 

 

 

３ 施策の点検・評価・見直し 

本計画を確実に推進するため、計画（Ｐｌａｎ）、実行（Ｄｏ）、評価（Ｃｈｅｃｋ）、

改善（Ａｃｔｉｏｎ）のマネジメントサイクル（ＰDCＡサイクル）を実行し、計画の

進行管理を行います。具体的には地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の

規定に基づき「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価」を実施し、議

会に報告書を提出するとともに市ホームページに掲載します。 
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資料編 
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魚津市教育振興基本計画策定委員会委員名簿 （50音順 敬称略） 

氏  名     所    属 備   考 

臼井 小五郎 魚津市文化協会副会長  

上坂 一弘 魚津市立西部中学校 校長  

笹田 茂樹 富山大学人間発達科学部教授 会 長 

高木 姿子 
魚津市民生委員児童委員協議会 

主任児童委員 
 

高木 寛子 公募  

橋本 斎 魚津市ＰＴＡ連合会 会長  

馬場 均 魚津市公民館連合会会長  

水橋 渉 魚津市立よつば小学校 校長  

宮口 隆志 
魚津市スポーツ推進委員協議会 

会長 
 

吉田 譲 魚津商工会議所副会頭 副会長 

岩城 哲也 
魚津市小・中学校情報教育研究会 

運営委員 
オブザーバー 

 

 

 

 

事務局（魚津市教育委員会）      

教育長 畠山 敏一 

次長（教育総務課長） 窪田 昌之 

学校教育課長 上田  靖 

生涯学習・スポーツ課長 政二 弘明 

地域協働課長 小林 孝仁 

こども課長 矢野 道宝 

教育総務課 総務係長 石崎 薫 

教育総務課 主任 菊地 宗哉 
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魚津市教育振興基本計画策定委員会設置要綱 

 

（目的及び設置） 

第１条 教育基本法（平成 18年法律第 120 号）第 17条第２項の規定に基づく教育の振

興のための施策に関する基本的な計画（以下、「魚津市教育振興基本計画」という。）

の策定にあたり、専門的かつ総合的に検討するため、魚津市教育振興基本計画策定委

員会（以下、「策定委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 策定委員会は、魚津市教育委員会の諮問に応じ、次の事項について検討し、そ

の結果を答申する。 

（1）魚津市教育振興基本計画の策定に関すること。 

（2）その他策定委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。 

 

（組織） 

第３条 策定委員会は次に掲げる者のうちから魚津市教育委員会が委嘱する委員をも

って組織する。 

（1）学識経験者 

（2）学校教育関係者 

（3）社会教育関係者 

（4）保護者の代表者 

（5）前各号に掲げる者のほか、魚津市教育委員会が必要と認める者 

 

（会長及び副会長） 

第４条 策定委員会に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定め、副会長は、会長が指名し、委員の同意を得て定め

る。 

３ 会長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

 （会議）  

第５条 策定委員会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて会長が招集し、

その議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長の決する

ところによる。 

 

 （任期） 

第６条 委員の任期は、委嘱した日から答申した日までとする。 
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 （意見の聴取） 

第７条 策定委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、

必要な説明又は意見を聴くことができる。 

 

 （庶務） 

第８条 策定委員会の庶務は、魚津市教育委員会教育総務課が行う。 

 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、会長が

策定委員会に諮って定める。 

   附則 

 この要綱は、平成27年１月23日から施行する。 
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魚津市教育振興基本計画策定のスケジュール 

 

期 日 内 容 備 考 

６月25日 
第１回内部検討会 

・計画の骨子 
 

７月21日 
第２回内部検討会 

・教育の現状と課題検討 
 

７月１日 
教育委員会会議 

・諮問（案）審議 
 

７月31日 

○第１回策定委員会 

・諮問 

・教育の現状と課題検討 

 

10月１日  
総合教育会議 

第２期計画の新たな視点 

11月６日 
第３回内部検討会 

・計画（素案）検討 
 

11月20日 
○第２回策定委員会 

・計画（素案）検討 
 

１月４日～ 

１月29日 
パブリックコメント実施  

令和３年２月 日 
第４回内部検討会 

・答申（案）検討 
 

２月上旬 
○３回策定委員会 

・答申（案）検討、答申 
 

２月下旬 
教育委員会会議 

・計画の審議、策定 
総合教育会議 

 

 

 


